
唐
前
期
の
仏
教
政
策
に
つ
い
て

114　（280）

蘇

藩

崇

喘
　
前

日

　
易
経
に
は
「
聖
人
、
神
道
を
以
て
教
を
画
く
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
遠
古
以

来
の
中
国
に
お
け
る
政
治
の
宗
激
利
用
、
或
い
は
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
を

一
品
で
言
い
尽
く
し
て
い
よ
う
。
こ
の
思
想
は
仏
教
の
中
国
に
お
け
る
伝
播

と
受
容
の
過
程
で
、
外
来
宗
教
と
本
土
文
化
と
の
衝
突
を
調
和
す
る
た
め
の

理
論
的
基
礎
と
し
て
し
ば
し
ば
持
ち
出
さ
れ
た
。
し
か
し
現
実
に
は
政
治
上

の
目
的
の
た
め
に
積
極
的
に
仏
教
が
利
用
さ
れ
、
そ
れ
が
仏
教
伝
来
以
後
の

中
国
に
お
い
て
常
に
重
大
な
歴
史
的
事
件
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

道
教
を
国
教
と
す
る
肥
代
と
て
例
外
で
は
な
く
、
仏
激
の
政
治
的
利
用
を
意

図
し
て
皇
帝
自
ら
が
仏
教
崇
拝
者
と
な
り
、
仏
教
を
奨
励
し
た
例
が
多
々
見

ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
仏
教
も
激
学
上
の
黄
金
期
を
築
き
、
中
国
文
化
へ
の

定
着
に
大
い
に
貢
献
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
関
唐
書
巻
十
九
・
墜
下
本
紀
の
「
史

隠
日
」
に
は
唐
の
滅
亡
の
責
任
を
墜
宗
に
帰
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
恭
恵
皇
帝
…
…
親
し
む
所
の
者
は
巷
伯
な
り
、
曙
す
る
所
の
者
は
桑
門

　
　
な
り
。
…
…
螺
、
蛮
隊
に
結
び
、
好
、
伐
卒
に
生
ず
る
に
及
び
、
五
嶺

　
　
の
転
輸
を
発
し
て
、
苦
海
動
揺
し
、
撃
高
の
狸
防
を
徴
し
て
、
巨
人
盈

　
　
覆
す
。
徐
竃
珍
く
る
と
難
も
、
河
南
幾
ん
ど
空
と
な
る
。
然
し
て
猶
お

　
　
軍
賦
を
削
り
て
伽
藍
を
飾
り
、
民
財
を
困
め
て
浄
業
を
修
む
。
：
：
：
仏

　
　
骨
董
か
に
脇
門
に
入
り
、
竜
鬼
遣
に
蒼
野
に
泣
ぎ
、
報
応
歯
す
る
無
し
、

　
　
止
れ
其
の
験
な
り
や
。
土
徳
凌
奇
し
、
禍
、
此
に
暮
す
。
…
…

鎌
宗
の
仏
教
崇
拝
が
唐
の
財
政
破
綻
の
引
き
金
と
な
り
、
唐
の
滅
亡
の
重
要

な
一
因
と
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
仏
教
亡
国
論
は
、
唐
王
朝

の
命
運
と
仏
教
と
の
密
接
な
関
連
を
我
々
に
示
竣
す
る
。
即
ち
唐
金
の
仏
激

利
用
か
ら
仏
教
亡
国
に
至
る
ま
で
、
唐
代
の
政
治
、
社
会
の
歴
史
と
仏
教
の

歴
史
と
は
相
互
に
分
か
ち
難
く
展
開
し
て
き
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
従
っ
て

い
ず
れ
を
語
る
上
で
も
両
者
の
動
向
と
そ
の
相
互
関
連
は
着
過
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。



唐前期の仏藪政策について（蘇）

　
さ
て
、
唐
松
の
政
治
社
会
な
ど
の
諸
局
面
に
於
い
て
は
玄
宗
末
年
頃
よ
り

大
き
な
変
動
、
い
わ
ゆ
る
唐
宋
変
革
の
起
こ
り
始
め
た
こ
と
は
周
知
の
事
実

で
あ
る
。
も
し
、
隠
退
の
仏
教
史
が
右
の
如
く
政
治
社
会
の
動
向
と
密
接
に

関
連
し
て
変
動
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
唐
宋
の
変
革
期
に
於
い
て
も
仏
教
史

上
の
大
き
な
変
動
の
あ
っ
た
こ
と
が
当
然
予
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
事
実
、
唐

代
の
仏
教
史
に
於
て
は
開
元
を
境
と
し
て
そ
の
前
後
で
多
く
の
顕
著
な
差
異

が
存
在
し
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
仏
教
と
政

治
社
会
と
の
関
連
の
具
体
相
を
解
明
し
つ
つ
そ
の
差
異
を
明
確
に
す
る
こ
と
、

ひ
い
て
は
そ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
唐
代
の
仏
教
の
歴
史
の
中
国
史
上
、
そ

し
て
世
界
史
上
に
於
け
る
特
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
、
こ
れ
が
私
の

課
題
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
そ
れ
は
｛
時
に
成
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
紙
数
も
限
ら

れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
唐
前
期
に
限
り
、
王
朝
の
仏
教
政
策
史
と
い
う
視
点

よ
り
宗
教
と
国
家
社
会
と
の
関
係
を
探
る
こ
と
に
す
る
。
以
て
右
の
課
題
の

た
め
の
一
基
礎
を
得
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
唐
代
の
仏
教
政
策
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
先
学
に
よ
る
成
果

が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。
本
稿
も
そ
れ
ら
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
が
、
た

だ
従
来
の
研
究
に
於
て
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
第
【
に
各
皇
帝
の
治

世
ご
と
の
断
代
で
仏
教
政
策
を
論
じ
て
お
り
、
そ
の
結
果
各
代
の
政
策
の
相

互
関
連
、
影
響
、
そ
れ
ら
に
｝
貫
し
て
通
底
す
る
流
れ
が
見
過
ご
さ
れ
が
ち

で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
し
ば
し
ば
仏
祖
統
紀
な
ど
の
二
次
史
料
に
依
拠
し

て
お
り
、
正
史
、
碑
文
な
ど
｝
次
史
料
に
よ
り
正
さ
れ
る
べ
き
点
の
多
い
こ

と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
先
学
の
説
に
修
正
を
加
え
つ

つ
、
唐
前
期
の
仏
教
政
策
史
を
一
貫
し
た
流
れ
の
も
と
把
握
す
る
こ
と
に
意

を
用
い
た
い
。

　
政
策
の
流
れ
を
捉
え
る
上
で
…
つ
の
有
効
な
指
標
と
な
る
の
は
僧
侶
数
で

あ
る
。
そ
れ
は
人
口
の
よ
う
に
自
然
に
増
減
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
国
家
の

宗
教
政
策
に
深
く
影
響
を
受
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
宗
教
奨
励
策
を

と
っ
て
い
た
時
代
に
は
聖
職
者
数
も
増
加
し
、
逆
に
、
厳
し
く
規
制
さ
れ
て

い
た
時
代
に
は
大
幅
な
減
少
を
見
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
ま
ず
唐
一
代
を
通
じ
て
の
僧
侶
数
の
概
数
を
確
認
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
政
策
の
変
動
を
把
握
し
た
い
。
そ
こ
で
は
前
期
の
僧
侶
数
の
細
か
な

変
動
、
後
期
と
の
顕
著
な
違
い
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
続
い
て
前

期
の
細
か
な
変
動
を
も
た
ら
し
た
政
治
、
社
会
上
の
変
動
と
、
　
見
変
動
し

て
い
る
か
に
見
え
る
前
期
の
仏
教
政
策
の
実
は
一
貫
性
と
同
質
性
、
そ
れ
が

権
力
者
の
仏
教
利
用
に
深
く
関
わ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
前
期
の
仏
教
問
題

の
、
後
期
と
比
較
し
た
際
の
特
質
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
最
後
に
、
従
来

の
誤
解
と
未
だ
注
意
さ
れ
て
い
な
い
点
の
二
三
に
触
れ
る
。
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二
　
三
代
の
僧
侶
数
の
変
化

　
前
述
の
よ
う
に
僧
侶
数
の
変
化
は
仏
教
政
策
を
反
映
し
て
い
る
。
重
代
の

僧
侶
数
に
つ
い
て
は
夙
に
滋
野
井
女
皇
の
指
摘
が
あ
り
、
「
豊
能
の
武
徳
年

間
の
僧
尼
数
と
し
て
、
傅
変
が
そ
の
温
言
で
十
万
と
概
算
し
、
そ
の
後
の
数

字
は
唐
会
要
な
ど
に
よ
っ
て
、
僧
尼
合
わ
せ
て
十
二
万
六
千
余
人
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
あ
り
、
こ
れ
は
開
元
二
十
（
七
三
二
）
年
頃
の
数
字
」
と
さ
れ
る
。
し
か

し
こ
の
指
摘
は
あ
ま
り
に
も
簡
略
で
あ
り
、
か
つ
少
々
訂
正
を
要
す
る
。

　
ま
ず
、
聖
霊
の
奏
言
に
あ
る
数
字
か
ら
検
討
す
る
。
武
徳
七
年
（
六
二
四
）
、

傅
変
は
仏
教
粛
正
、
或
い
は
膨
大
な
僧
侶
数
の
整
理
を
奏
上
し
た
。
そ
の
特

欝
及
さ
れ
た
僧
侶
数
は
、
禰
唐
書
巻
七
十
九
、
傅
謬
伝
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う

で
あ
る
。

　
　
況
ん
や
天
下
の
僧
尼
、
数
、
十
万
に
盈
ち
、
…
…
、
今
の
僧
尼
、
請
う

　
　
ら
く
は
匹
配
せ
し
む
れ
ば
、
即
ち
に
十
万
最
戸
と
成
ら
ん
。

こ
の
数
字
は
恐
ら
く
広
弘
明
集
（
高
論
時
代
編
纂
）
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
広
弘
明
集
書
七
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
変
賢
く
、
大
唐
の
丁
壮
の
僧
尼
、
二
十
万
あ
り
、
…
…
、
請
う
、
一
に

　
　
之
を
配
せ
し
め
ん
、
鰯
ち
年
産
十
万
あ
り
。
…
…
、
大
唐
の
寺
籍
の
仏

　
　
道
二
衆
、
七
万
に
満
た
ず
、
如
何
ぞ
上
帝
に
二
十
万
衆
と
瀟
平
す
か
。

傅
変
が
言
う
の
は
、
十
万
人
の
僧
と
十
万
人
の
尼
と
を
結
婚
さ
せ
れ
ば
十
万

世
帯
と
な
り
、
年
内
に
十
万
の
新
生
児
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

明
ら
か
に
、
旧
唐
書
の
「
数
盈
十
万
」
は
「
数
盈
二
十
万
」
と
す
べ
き
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
二
十
万
と
い
う
数
字
は
武
徳
七
年
以
前
、
僧
侶
整
理
策
を
実

行
す
る
前
の
黙
認
唐
初
の
僧
侶
の
数
と
考
え
ら
れ
る
。

　
広
弘
明
集
に
は
ま
た
「
大
唐
の
落
籍
の
仏
道
二
衆
、
七
万
に
満
た
ず
」
と

あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
貞
観
か
ら
、
高
直
総
量
年
問
ま
で
の
数
字
で
あ
ろ
う
。

同
じ
く
高
宗
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
霊
苑
珠
林
、
巻
末
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
右
、
三
代
巳
来
、
一
国
の
寺
、
四
千
余
所
、
僧
尼
六
万
余
人
あ
り
。

三
代
と
は
唐
の
高
祖
、
太
宗
、
諸
宗
の
三
章
元
年
（
穴
六
八
）
ま
で
を
指
す
。

周
知
の
通
り
、
武
徳
、
貞
観
年
闘
に
は
僧
侶
整
理
策
と
仏
教
制
限
策
を
と
っ

て
い
た
。
こ
の
た
め
唐
初
に
は
僧
侶
の
数
が
大
幅
に
減
少
し
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
後
述
の
よ
う
に
、
貞
観
末
に
は
玄
爽
の
帰
国
を
き
っ
か
け
に
仏
激
発

展
の
気
運
が
も
た
ら
さ
れ
、
一
転
し
て
大
量
の
度
僧
が
は
じ
ま
っ
た
。
法
四

珠
林
に
記
さ
れ
る
コ
ニ
代
已
来
し
の
「
僧
尼
六
万
余
人
」
と
は
貞
観
末
よ
り

増
加
し
た
結
果
の
数
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
広
弘
明
集
の
七
万
未
満
、
法

苑
珠
林
の
六
万
余
と
の
数
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
こ
れ
は
武
徳
初
年
で
は

な
く
貞
観
末
年
か
ら
総
章
元
年
（
六
穴
八
）
の
聞
の
僧
侶
数
を
指
す
と
思
わ

れ
る
。

　
そ
の
後
、
明
確
に
僧
籍
の
数
を
記
す
の
は
唐
会
要
巻
四
十
九
の
次
の
記
事

で
あ
る
。
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天
下
の
寺
、
五
千
三
百
五
十
八
、
僧
、
七
二
五
千
五
百
二
十
四
、
尼
、

　
　
億
万
五
百
七
十
六
あ
り
。
…
…
、
三
歳
毎
に
州
県
、
籍
を
為
し
、
一
は

　
　
以
て
州
県
に
留
め
、
一
は
以
て
祠
部
に
上
る
。

新
建
書
百
官
志
の
記
載
も
こ
れ
と
一
致
す
る
。
滋
野
井
氏
は
こ
の
数
字
を
開

元
二
十
年
（
七
三
二
）
の
統
計
と
断
定
す
る
が
、
正
し
く
は
十
六
年
（
七
二

　
　
　
　
　
　
　
　
②

八
）
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
次
に
、
開
元
直
前
の
僧
侶
の
概
数
を
推
測
し
た
い
。
旧
管
書
巻
一
〇
一
、

辛
山
霊
伝
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
中
山
…
…
、
寺
を
造
り
て
止
ま
ず
、
財
を
柾
費
す
る
者
数
百
億
あ
り
、

　
　
人
を
度
し
て
休
ま
ず
、
租
庸
を
免
ぜ
ら
る
る
者
数
十
万
あ
り
。

こ
れ
は
煙
雲
否
が
景
雲
二
年
（
七
一
一
）
に
奏
上
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
文

中
、
僧
侶
が
数
十
万
と
あ
り
、
従
来
こ
れ
に
基
づ
い
て
当
蒔
ほ
ぼ
三
十
万
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

僧
侶
が
い
た
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
開
元
十
六
年
の
僧
侶
数
よ
り
推
測
す

る
に
、
こ
の
数
は
多
過
ぎ
る
よ
う
に
思
う
。

　
後
述
の
よ
う
に
、
開
元
二
年
（
七
一
四
）
に
は
仏
教
粛
正
策
が
と
ら
れ
て

い
た
。
そ
の
と
き
還
俗
さ
れ
た
僧
侶
数
は
史
料
に
よ
り
多
少
ぱ
ら
つ
き
が
あ

　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
が
、
礪
波
護
氏
は
ご
万
入
が
正
し
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
開
元
十
二
年
（
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

二
四
）
に
は
試
経
に
よ
る
現
僧
侶
の
淘
汰
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
ど
れ

ほ
ど
の
僧
侶
が
落
第
し
還
俗
さ
れ
た
か
不
朔
だ
が
、
開
元
二
年
（
七
一
四
）

の
仏
教
粛
正
の
際
ほ
ど
厳
し
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の

時
に
整
理
さ
れ
た
僧
侶
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
数
は
二
万
を
超
え
る
こ
と
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
開
元
直
前
の
僧
侶
の
数
は
上
述
の
開
元
十
六
年
の
僧
数

と
開
元
二
年
・
附
元
十
二
年
に
整
理
さ
れ
た
数
の
総
計
と
す
れ
ば
十
七
万
程

度
で
あ
り
、
多
め
に
見
積
も
っ
て
も
二
十
万
前
後
で
あ
ろ
う
。
容
宗
に
働
き

か
け
る
べ
く
、
工
面
否
が
多
少
仏
教
問
題
に
誇
張
を
加
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と

に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
唐
中
期
以
後
僧
侶
は
大
幅
に
増
え
、
大
和
五
年
（
八
三
一
）
に
僧
籍
に
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

録
さ
れ
る
僧
侶
数
は
七
十
万
に
上
っ
た
。
そ
の
後
、
大
和
九
年
（
八
三
五
）

に
は
仏
教
沙
汰
、
ま
た
会
誌
二
年
（
八
四
二
）
か
ら
五
年
（
八
四
五
）
に
か

け
て
は
廃
仏
が
あ
っ
た
。
会
昌
廃
仏
は
仏
教
に
全
面
的
に
打
撃
を
与
え
、
二

十
六
万
余
人
の
僧
侶
が
還
俗
さ
れ
、
河
北
地
区
を
除
い
て
二
千
人
未
満
の
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

尼
し
か
残
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
面
で
改
め
て
論
じ
た
い
。

　
以
上
の
麿
の
誌
代
の
僧
侶
の
数
を
整
理
し
、
二
代
の
戸
数
と
対
照
す
れ
ば

次
の
通
り
で
あ
る
。

　
年
代

唐
初
～
武
徳
七
年

　
　
　
（
六
二
四
）

頁
観
末
～
総
章
年
闇

景
雲
年
閲

開
元
十
六
年

（
七
二
八
）

大
和
五
年
（
八
三
一
）

墨
田
五
年
（
八
四
五
）

僧
侶
数

二
十
万
余

七
万
未
満

二
十
万
程
度

山
一
二
二
六
千
ム
班

七
十
万

二
千
人
認

諾
数

一　

A
O
O
O
、
O
O
O
＋

霊、

ｪ
O
O
、
O
O
O

六、

｣
ハ
、
一
璽

七、

n
究
、
五
査

四、

ﾙ
七
、
五
蓋

四、

纐
L
、
璽

百
分
比

δ
・
O
％

一
人
遅

至
一
％

一
・
七
％

一六

O
％

0
6
「
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⑨

　
　
（
戸
数
は
『
中
国
歴
代
戸
口
、
田
地
、
田
賦
統
計
』
甲
表
二
一
に
よ
る
。
）

右
の
数
字
は
あ
く
ま
で
推
測
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
各
代
の
度
僧
の
状
況
か

ら
推
せ
ば
あ
る
程
度
の
信
愚
性
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
在
す
る
度
僧
の
記

録
に
よ
れ
ば
、
開
元
以
前
の
度
僧
数
は
大
体
一
回
数
人
或
い
は
数
百
人
程
度

で
あ
り
、
千
、
万
単
位
の
度
僧
は
数
回
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
周
知
の

よ
う
に
開
元
末
以
後
、
中
央
政
府
の
度
僧
を
は
じ
め
、
落
度
、
地
方
の
私
度

な
ど
に
よ
り
僧
侶
の
数
は
急
激
に
増
え
て
き
た
。
中
央
政
府
の
度
僧
の
み
を

見
て
も
、
度
僧
は
以
前
よ
り
頻
繁
と
な
り
、
し
か
も
一
回
に
つ
き
少
な
く
と

も
百
人
、
千
人
以
上
で
、
万
人
以
上
の
主
僧
も
し
ぼ
し
ぼ
見
ら
れ
る
。
唐
中

期
以
後
僧
侶
の
数
は
前
期
よ
り
数
倍
以
上
の
程
度
で
増
加
し
た
に
違
い
な
い
。

　
前
の
表
で
も
、
開
元
末
を
界
と
し
て
前
期
と
後
期
と
で
僧
侶
数
の
差
は
歴

然
と
し
て
い
る
。
前
期
、
後
期
は
各
々
約
百
年
あ
る
が
、
後
期
の
僧
侶
数
は

前
期
の
数
倍
に
上
っ
た
。
前
期
の
数
が
一
貫
し
て
二
十
万
程
度
に
押
え
ら
れ

て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
期
は
三
倍
以
上
に
跳
ね
上
が
っ
て
い
る
。
前
期
の

僧
侶
数
が
緩
や
か
な
増
減
を
見
た
と
す
る
な
ら
、
後
期
の
数
は
急
増
と
激
減

を
経
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
僧
侶
数
こ
そ
は
唐
前
期
と
後
期
の
仏
教
の

最
大
の
差
異
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
が
両
期
の
仏
教
問
題
の
差
異
を
も
た
ら

し
た
の
で
あ
る
。
従
来
し
ば
し
ば
教
学
的
面
か
ら
、
唐
前
期
が
中
闘
仏
教
の

最
盛
期
で
あ
り
中
期
以
後
の
仏
教
は
衰
微
の
一
途
を
廻
っ
た
と
齋
わ
れ
て
い

⑩る
。
し
か
し
僧
侶
数
よ
り
見
れ
ば
寧
ろ
後
期
に
な
っ
て
よ
り
仏
教
の
盛
ん
に

な
っ
た
こ
と
が
朗
ら
か
で
あ
る
。
唐
前
期
と
後
期
の
仏
教
の
性
格
の
違
い
は

今
後
検
討
さ
れ
る
べ
き
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
仏
教
の
発
展
は
仏
教
利
用
と
深
く
関
わ
る
。
唐
前
期
、

ど
の
よ
う
な
背
景
で
ど
の
よ
う
に
仏
教
が
利
用
さ
れ
た
か
、
ま
た
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
影
響
を
仏
教
の
発
展
に
も
た
ら
し
更
に
ど
の
よ
う
な
問
題
を
引
き

起
こ
し
た
か
、
そ
れ
ら
は
唐
後
期
と
比
較
し
た
と
き
如
何
に
異
な
る
か
を
以

下
に
論
じ
た
い
。

　
＊
以
下
、
T
は
新
修
大
正
大
蔵
経
の
略
。

①
　
滋
野
井
憎
「
唐
代
仏
教
教
団
の
考
察
－
特
に
僧
尼
増
加
の
原
因
を
中
心
と
し

　
て
」
（
『
大
谷
史
学
』
五
、
　
一
九
五
六
）
。

②
『
冊
府
元
亀
』
巻
六
十
「
立
制
度
」
の
十
七
年
八
月
戊
辰
の
詔
は
次
の
よ
う
で

　
あ
る
。

　
　
僧
尼
数
多
、
鍮
一
期
少
、
…
…
、
都
率
検
白
話
奏
、
馬
糧
造
籍
、
…
…
、
宜

　
　
依
開
冨
兀
L
T
山
ハ
年
並
籍
為
之
、
更
生
須
鴨
迫
写
。
自
今
已
後
、
綱
維
大
徳
、
侍
養

　
　
権
謙
、
不
得
軌
於
外
取
。

③
　
三
島
一
「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
貴
族
対
寺
院
の
経
済
的
交
渉
に
関
す
る
考
察
」

　
（
『
市
村
博
士
古
稀
記
念
東
洋
史
論
集
』
、
密
山
房
、
一
九
三
三
）
、
藤
善
真
澄
「
唐

　
中
期
仏
教
史
序
説
i
僧
尼
拝
二
親
を
中
心
に
」
（
『
南
都
仏
教
』
二
二
）
、
藤
井

　
清
「
唐
の
玄
宗
朝
に
於
け
る
仏
教
政
策
」
（
『
福
井
大
学
学
芸
学
部
紀
要
』
一
、
一

　
九
五
二
）
等
を
参
照
。

④
　
資
治
通
鑑
（
巻
二
一
一
）
は
万
二
千
余
人
、
旧
卜
書
（
巻
八
）
は
二
万
余
人
、

　
唐
会
要
（
巻
四
十
七
）
は
三
万
余
人
と
す
る
。

⑤
　
礪
波
護
「
唐
中
期
の
仏
教
と
国
家
」
（
『
唐
代
政
治
社
会
史
研
究
』
、
同
朋
舎
、

　
一
九
八
穴
）
補
注
③
。

118　（284）



唐前期の仏教政策について（蘇）

⑥
発
会
要
巻
四
十
九
、
冊
府
元
亀
巻
六
十
。

⑦
　
大
宋
僧
史
略
（
宋
、
養
寧
）
巻
中
（
『
大
日
本
続
蔵
経
』
第
一
百
五
十
側
、
p

　
O
三
一
二
上
）
。

⑧
　
永
楽
大
典
巻
八
七
〇
六
、
会
昌
廃
仏
に
関
す
る
記
事
と
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の

　
記
事
を
参
照
。

⑨
　
煮
方
仲
編
『
中
国
歴
代
戸
口
、
田
地
、
田
賦
統
計
』
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一

　
九
八
一
）
。

⑩
湯
用
形
『
階
唐
仏
教
史
稿
』
緒
雷
（
中
華
書
局
、
一
九
八
二
）
を
参
照
。

三
　
唐
前
期
、
仏
教
制
限
策
か
ら
振
興
策
へ
の
転
換

　
唐
前
期
の
仏
教
政
策
の
変
遷
を
一
調
で
い
え
ば
、
唐
墨
の
制
限
策
か
ら
振

興
策
へ
の
転
換
で
あ
る
。
特
に
貞
観
末
か
ら
高
遠
、
武
劉
天
時
代
の
仏
教
振

興
策
は
多
く
の
注
目
を
浴
び
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
の
仏
教
政
策
の

変
化
に
製
す
る
従
来
の
解
釈
は
歴
史
の
流
れ
、
或
い
は
相
互
の
影
響
を
往
々

に
し
て
見
逃
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
前
期
の
仏
教
政
策
の
流
れ
を

述
べ
つ
つ
先
学
の
説
を
再
検
討
し
た
い
。

　
階
王
朝
の
滅
亡
後
、
馨
雄
の
中
よ
り
掘
起
し
た
李
淵
が
唐
王
朝
を
建
立
し

た
。
建
国
の
初
期
に
は
家
柄
を
誇
る
た
め
に
李
姓
に
託
し
て
道
教
を
国
教
と

し
た
が
、
人
心
収
撹
、
ま
た
仏
教
側
の
協
力
を
得
る
な
ど
の
た
め
に
仏
教
保

護
政
策
を
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
武
徳
四
年
（
六
二
一
）
幽
艶
充
の
降
伏

後
、
労
働
力
、
兵
力
な
ど
の
確
保
の
た
め
、
㎜
号
し
て
洛
陽
を
始
め
占
領
地

に
対
し
て
次
々
と
仏
教
整
理
策
を
敷
い
た
。
武
徳
九
年
（
六
二
六
）
に
至
り

仏
教
整
理
策
は
拡
大
さ
れ
、
道
教
と
と
も
に
長
安
を
始
め
全
国
的
に
施
行
さ

れ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
同
年
に
玄
武
門
の
変
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
全
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

的
な
仏
道
沙
汰
策
は
中
止
さ
れ
た
。
そ
の
後
即
位
し
た
太
宗
は
依
然
と
し
て

仏
教
に
対
し
て
厳
し
い
管
理
を
行
な
っ
た
。
貞
観
元
年
（
六
二
七
）
に
は
仏

教
を
検
校
し
、
偽
濫
僧
を
粛
正
し
、
あ
え
て
私
度
す
る
も
の
を
処
刑
す
る
命

　
　
　
　
　
②

令
が
戯
さ
れ
た
。
三
年
（
六
二
九
）
に
は
、
以
前
の
義
寧
（
六
一
七
）
の
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

度
僧
を
大
括
し
、
出
頭
し
な
い
も
の
を
処
刑
す
る
勅
令
を
出
し
た
。
同
年
、

陣
亡
戦
土
の
た
め
に
各
戦
地
に
寺
を
立
て
、
合
わ
せ
て
僧
三
千
人
を
度
し
た

が
、
こ
れ
は
仏
教
を
発
展
さ
せ
る
た
め
で
は
な
く
、
慰
霊
の
意
味
し
か
な
か

　
④つ

た
。
す
な
わ
ち
武
徳
四
年
以
来
の
仏
教
管
理
の
政
策
方
針
に
変
わ
り
は
な

か
っ
た
。

　
貞
観
十
｝
年
（
六
三
七
）
に
は
「
道
士
、
女
冠
は
僧
尼
の
前
に
あ
れ
」
と

の
勅
令
を
下
し
、
道
教
の
優
位
を
確
立
し
た
。
こ
れ
は
法
琳
ら
僧
侶
た
ち
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

抗
議
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
の
事
件
の
た
め
、
十
三
年
（
六
三
九
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
再
び
僧
尼
沙
汰
令
を
下
し
、
僧
侶
の
管
理
を
再
強
化
し
た
。
武
徳
四
年
以

前
の
建
国
期
の
仏
教
保
護
策
を
除
き
、
武
徳
貞
観
年
間
の
仏
教
政
策
を
顧
み

れ
ば
、
仏
教
が
厳
し
い
管
理
の
下
に
お
か
れ
て
色
々
な
制
限
を
受
け
、
僧
侶

の
数
も
少
な
か
っ
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
。

　
し
か
し
、
貞
観
末
年
か
ら
太
宗
は
崇
仏
的
な
傾
向
を
著
し
く
見
せ
始
め
た
。

太
宗
の
こ
の
よ
う
な
前
後
矛
盾
す
る
姿
勢
に
関
し
て
は
二
つ
の
見
方
が
出
さ
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れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
太
宗
の
崇
仏
的
諸
事
業
を
あ
く
ま
で
も
政
治
的
意
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
ら
出
た
行
為
と
す
る
も
の
、
い
ま
一
つ
は
、
政
治
上
は
仏
教
制
限
政
策
を

と
っ
て
い
た
が
、
個
人
信
仰
と
し
て
な
さ
れ
た
建
寺
や
度
僧
な
ど
諸
々
の
仏

教
保
護
政
策
は
少
な
く
と
も
そ
の
時
点
に
お
い
て
太
宗
の
敬
震
な
信
仰
心
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

り
出
た
も
の
と
見
な
す
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
唐
前
期
の
仏
教
政
策
の
大
き

な
潮
流
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
見
方
は
歴
史
的
な
考
え
、
つ
ま
り
太
宗
晩

年
の
変
化
を
見
落
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
貞
観
初
期
の
厳
し
い
仏
教
管
理
策
か
ら
す
れ
ば
、
太
宗
は
仏
教
に
対
し
掬

圧
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
姿
勢
は
貞
観
十
九

年
目
六
四
五
）
に
玄
焚
の
帰
国
を
契
機
に
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。
玄
婁
が
留
学

の
期
間
に
西
域
諸
国
の
盛
大
な
歓
迎
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
早
く
か
ら
太
宗

の
耳
に
入
っ
て
い
た
。
は
じ
め
、
太
宗
の
玄
契
に
対
す
る
礼
敬
は
、
彼
の
個

人
的
名
声
、
才
能
を
国
の
た
め
に
利
用
せ
ん
と
の
意
図
か
ら
出
た
も
の
に
過

ぎ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
特
に
高
麗
出
兵
の
後
、
太
宗
の
仏

教
に
対
す
る
態
度
は
大
き
く
変
わ
っ
て
ぎ
た
。
玄
葵
を
尊
敬
す
る
太
宗
は
し

ば
し
ば
彼
を
召
見
し
て
仏
法
を
教
わ
り
、
そ
の
訳
経
事
業
に
協
力
し
、
「
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

唐
三
蔵
聖
教
序
」
を
賜
り
、
仏
教
に
対
す
る
傾
心
を
一
層
深
め
て
い
っ
た
。

と
く
に
、
貞
観
二
十
二
年
（
六
四
八
）
に
玄
婁
の
た
め
に
大
規
模
な
度
僧
を

行
な
っ
た
こ
と
は
太
宗
晩
年
の
変
化
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
大
慈
恩
寺
三
蔵
法

師
伝
腰
割
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
京
城
及
び
天
下
の
諸
費
寺
、
宜
し
く
各
々
五
人
を
度
す
べ
し
、
弘
福
寺
、

　
　
宜
し
く
五
十
人
を
度
す
べ
し
。
計
る
に
海
内
の
寺
三
千
七
百
十
六
所
あ

　
　
り
、
計
る
に
僧
尼
一
万
八
千
五
百
余
人
を
度
す
。
未
だ
此
よ
り
已
前
、

　
　
天
下
の
呉
羅
、
階
季
の
凋
残
に
遭
い
、
綴
香
々
に
絶
た
ん
と
す
る
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
此
の
一
度
を
蒙
り
、
並
に
徒
金
を
成
す
。

前
述
の
よ
う
に
、
貞
観
三
年
（
六
ご
九
）
に
陣
亡
戦
土
の
慰
霊
の
た
め
に
、

静
を
立
て
、
僧
三
千
人
を
度
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
慰
霊
を
目
的
と

し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
は
仏
教
の
発
展
を
厳
し
く
制
限
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
二
万
人
弱
も
の
僧
を
度
し
、
訳
経
事
業
を
積
極
的
に
助
成
し
、

仏
教
の
発
展
に
寄
与
し
た
よ
う
な
こ
と
は
唐
建
国
以
来
未
曾
有
で
あ
り
、
以

前
の
仏
教
制
限
策
と
全
く
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
太
宗
は
「
朕
、
師
と
共
に

相
い
逢
う
こ
と
晩
く
し
て
、
広
く
仏
喜
を
興
す
を
得
ず
」
と
玄
馬
に
語
っ
て

　
⑪い

る
。
こ
れ
ら
か
ら
み
て
晩
年
の
太
宗
は
「
神
道
聖
教
」
の
思
想
の
も
と
自

ら
仏
教
聖
王
た
ら
ん
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
武
徳
貞
観
以
来
の
仏
教

管
理
策
の
方
針
は
こ
の
時
に
す
で
に
仏
教
保
護
或
い
は
発
展
策
へ
転
換
し
た

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
間
も
な
く
太
宗
は
崩
じ
た
た
め
、
上
述
の
度
僧
以

外
に
太
宗
の
仏
教
奨
励
策
を
語
る
具
体
的
な
傍
は
な
い
が
、
こ
の
奨
励
策
と

志
は
次
い
で
即
位
し
た
高
宗
に
継
承
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

　
一
般
に
高
潔
の
仏
教
発
展
策
は
武
鋼
製
の
強
い
影
響
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

　
　
⑫

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
貞
観
末
以
来
の
仏
教
政
策
の
転
換
、
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高
書
自
ら
の
意
図
に
よ
る
仏
教
利
用
な
ど
の
事
実
を
見
逃
し
て
お
り
、
明
ら

か
に
因
果
関
係
を
顕
倒
し
て
い
る
。

　
高
宗
の
仏
教
崇
拝
の
例
は
枚
挙
に
逞
な
い
。
例
え
ば
、
文
徳
皇
后
の
追
善

冥
福
を
祈
る
た
め
に
寺
を
立
て
、
墨
書
の
た
め
思
為
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
っ

⑬た
。
太
宗
崩
御
の
時
、
追
善
法
要
を
営
む
た
め
に
も
多
く
の
度
僧
の
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
永
徽
二
年
（
六
五
一
）
に
は
玉
華
殿
を
廃

　
　
　
　
　
⑮

し
て
寺
を
立
て
、
六
年
に
は
昭
陵
の
側
に
寺
を
お
き
、
そ
れ
に
反
対
す
る
猪

　
　
　
　
　
　
⑯

遂
良
を
既
粘
し
た
。
そ
の
後
、
皇
太
子
の
誕
生
の
祝
い
を
始
め
、
仏
教
振
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
傾
向
は
よ
り
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。
特
に
顕
慶
元
年
（
六
五
六
）
高
閣
は

自
ら
玄
奨
ら
の
御
製
書
慈
恩
寺
碑
文
を
迎
え
る
行
列
を
観
賞
し
た
。
そ
の
盛

況
は
「
魏
晋
以
来
よ
り
、
釈
教
を
崇
瀕
す
る
こ
と
、
未
だ
嘗
て
説
く
の
如
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

盛
ん
な
る
老
有
ら
ず
」
と
史
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。
武
劉
天
が
政
治
に
影
響

力
を
持
つ
の
は
顕
慶
以
後
、
高
宗
に
「
風
疾
」
の
病
気
が
あ
っ
た
た
め
と
さ

　
　
⑲

れ
る
が
、
高
窓
の
仏
教
崇
拝
は
そ
れ
以
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、

高
宗
の
一
運
の
仏
教
奨
励
は
武
則
芙
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
彼
自
身
の
意
図
、
ま
た
前
述
の
貞
観
末
以
来
の
仏
教
振
興
課
を
継
ぐ
も
の

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
高
宗
の
諸
仏
教
奨
励
宮
中
、
最
も
重
要
な
も
の
は
恐
ら
く
州
寺
政
策
で
あ

ろ
う
。
乾
封
元
年
（
六
穴
六
）
に
は
天
下
諸
州
に
「
観
｝
寺
を
置
き
、
威
亨

三
年
（
六
七
二
）
に
は
当
蒔
の
仏
教
中
心
地
－
東
都
洛
陽
の
竜
門
石
窟
で

巨
大
な
盧
舎
那
仏
を
開
難
し
た
。
曾
布
川
警
巡
に
よ
れ
ば
、
こ
の
大
言
舎
那

仏
の
各
蓮
弁
に
は
釈
迦
仏
が
配
さ
れ
、
そ
れ
は
梵
網
経
の
「
｝
花
百
億
国
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
国
一
釈
迦
」
の
思
想
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
あ
わ
せ
考

え
れ
ば
、
州
寺
の
発
想
は
こ
の
よ
う
な
華
蔵
世
界
の
思
想
に
基
づ
く
と
思
わ

れ
る
。
即
ち
、
大
男
舎
那
仏
は
皇
帝
即
ち
高
宗
自
身
、
各
州
壽
は
高
宗
の
分

身
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
州
寺
を
通
じ

て
皇
帝
の
権
威
、
ま
た
国
家
権
力
の
存
在
を
地
方
ま
で
に
伝
え
、
更
に
こ
れ

に
よ
っ
て
地
方
の
求
心
力
、
地
方
と
中
央
と
の
関
係
を
一
層
強
化
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
高
宗
は
天
下
各
地
に
舎
利
塔
を
作

っ
た
晴
文
帝
の
阿
育
王
の
思
想
、
或
い
は
前
述
の
太
宗
の
仏
教
聖
王
の
思
想

を
｛
歩
進
め
、
仏
教
法
皇
と
し
て
唐
代
の
政
教
一
体
の
構
造
を
一
層
強
化
し

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
高
点
蒋
代
、
華
厳
教
が
特
に
盛
ん
に
流
行
し

　
　
⑳

た
こ
と
は
こ
の
法
皇
思
想
と
深
く
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
州
専
」
政
策
は
後
の
武
則
天
の
大
雲
寺
、
中

宗
の
竜
興
専
、
玄
宗
の
開
元
等
な
ど
の
先
駈
け
で
あ
り
、
稿
本
の
東
大
寺
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

国
分
寺
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
塚
本
善
隆
氏
や
望
月
信
成
氏
は
、
華
厳

経
と
梵
網
経
の
華
蔵
世
界
の
思
想
に
基
づ
く
東
大
寿
の
大
仏
が
申
国
に
類
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

を
見
ず
、
日
本
に
於
て
初
め
て
翔
作
さ
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
前
述
の
高
宗

の
州
寺
政
策
、
華
厳
教
の
流
行
、
洛
陽
の
造
像
な
ど
の
導
実
を
兇
る
な
ら
ば
、

む
し
ろ
東
大
寺
の
大
仏
は
中
国
仏
教
の
日
本
化
の
「
つ
の
例
に
過
ぎ
な
か
っ
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た
の
で
は
な
い
か
。

　
法
皇
思
想
の
確
立
は
同
時
に
多
く
の
罪
質
を
伴
っ
た
こ
と
が
当
然
予
想
さ

れ
る
。
細
革
元
年
（
六
六
六
）
に
は
州
寺
、
十
七
を
置
き
、
薬
玉
で
七
人
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
が
度
さ
れ
た
。
当
時
約
三
百
六
十
の
州
が
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
時
度
さ
れ

た
僧
侶
は
計
約
二
千
五
百
二
十
人
に
な
る
。
さ
ら
に
、
永
淳
元
年
（
六
八
二
）

に
は
天
下
の
等
院
で
各
々
僧
尼
五
人
を
度
し
た
。
当
時
の
総
領
数
は
不
明
だ

が
、
前
述
法
苑
珠
林
の
「
一
国
寺
有
四
千
余
断
」
に
よ
る
な
ら
二
万
余
人
程

度
と
な
る
。
僧
侶
の
増
加
は
仏
教
の
流
行
を
加
速
し
た
に
違
い
な
い
。

　
石
窟
の
造
像
も
貞
観
末
以
来
の
仏
教
発
展
を
反
映
し
て
い
る
。
水
野
清
一

氏
に
よ
れ
ば
、
唐
三
百
年
の
石
窟
造
像
の
大
部
分
は
玄
宗
以
前
の
も
の
で
あ

る
。
河
南
竜
門
石
窟
の
唐
紀
年
の
五
五
七
点
の
仏
寵
を
例
に
と
れ
ば
、
う
ち

五
四
二
点
は
玄
宗
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
貞
観
、
永
徽
の
六
五
〇
年
代
が
一

一
六
で
最
盛
、
六
六
〇
年
代
が
八
八
で
こ
れ
に
つ
ぐ
。
そ
れ
か
ら
遡
っ
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

六
四
〇
年
代
、
降
っ
て
六
七
〇
年
代
が
そ
れ
ぞ
れ
五
、
六
十
種
で
あ
る
。
こ

れ
は
貞
観
宋
、
高
宗
時
代
の
仏
教
振
興
策
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
と
考

え
ら
れ
る
。

　
高
望
の
後
、
高
宗
の
病
を
利
用
し
て
次
第
に
政
治
の
大
権
を
握
っ
た
武
盾

は
自
ら
帝
位
に
つ
い
た
。
武
測
天
時
代
の
仏
教
に
つ
い
て
は
陳
寅
恪
氏
の
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

面
し
た
武
呉
天
の
家
世
借
仰
と
仏
教
利
用
と
の
関
係
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
前
述
の
貞
観
末
以
来
の
仏
教
振
興
策
の
流
れ
を
見
逃
し
て
は
な
ら

な
い
。
武
則
天
の
仏
教
利
用
の
土
台
に
は
か
か
る
貞
観
宋
よ
り
高
宗
朝
に
か

け
て
の
仏
教
利
用
と
奨
励
、
そ
れ
に
よ
る
仏
教
信
仰
の
社
会
的
な
基
盤
の
拡

大
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
雲
経
、
「
女
帝
即
位
」
の
予
言
を
利
用
し

て
の
皇
位
の
合
理
化
も
、
高
宗
の
仏
教
法
皇
思
想
と
の
連
関
の
上
に
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
武
后
出
代
の
多
く
の
度
僧
、
造
寺
、
造
像
な
ど
の
仏
教
奨
励
は
高
上
時
代

の
政
策
に
よ
く
似
通
っ
て
お
り
、
し
か
も
数
の
上
で
凌
駕
し
て
い
る
。
載
初

元
年
（
六
八
九
）
武
則
天
即
位
を
賀
し
て
大
雲
寺
を
響
き
僧
千
人
を
度
し
た

こ
と
や
、
如
意
元
年
（
六
九
；
に
天
下
各
寺
で
僧
尼
二
人
ず
つ
を
度
し
た

こ
と
は
そ
の
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
武
則
天
の
仏
教
に
対
す
る
熱
意
は
造
春

造
像
の
風
潮
の
過
熱
、
更
に
そ
の
仏
教
熱
に
乗
じ
た
度
牒
の
売
買
の
如
き
功

利
派
の
逸
脱
を
引
き
起
こ
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
金
石
翠
編
巻
六
五
に
は
「
銚
元
之
三
舎
記
」
を
収
録
す
る
。
も
と
の
銘
は
、

広
さ
二
尺
一
寸
、
高
さ
八
寸
五
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
台
座
の
寸
法
か
、
あ
る

い
は
像
高
か
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
　
一
般
の
像
高
が
台
座
の
高
さ
の
三
倍
以

上
あ
る
こ
と
よ
り
推
測
す
れ
ば
、
も
と
の
像
高
は
少
な
く
と
も
二
、
三
尺
以

上
、
現
在
の
公
制
で
い
え
ば
一
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

は
か
な
り
大
き
な
像
と
言
え
よ
う
。
こ
の
像
は
長
安
三
年
（
七
〇
三
）
九
月

十
五
日
に
当
時
の
梢
王
館
長
翼
翼
元
之
、
即
ち
後
の
銚
崇
が
親
の
冥
福
を
祈

る
た
め
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
娩
崇
は
開
元
初
期
に
一
連
の
仏
教
粛
正
策
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を
断
行
し
、
二
万
余
人
の
僧
侶
を
整
理
し
た
宰
相
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
子

孫
を
誠
飾
す
る
三
三
中
で
宗
教
、
特
に
仏
教
を
批
判
し
、
当
時
流
行
し
て
い

た
写
経
、
臥
像
に
よ
る
冥
福
の
狂
濤
に
強
く
反
対
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
長

安
三
年
の
造
像
銘
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
銚
崇
は
仏
教
を

崇
信
し
て
お
り
、
親
の
冥
福
の
た
め
に
像
を
造
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
銚
崇

も
例
外
で
な
く
嶺
時
の
仏
敦
熱
と
臥
像
の
流
行
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
に

違
い
な
い
。
こ
れ
を
閉
元
元
年
の
彼
の
仏
教
整
理
の
建
「
蕎
と
比
べ
れ
ば
、
十

年
足
ら
ず
の
間
に
銚
崇
の
思
想
は
大
き
く
変
化
し
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

吉
川
忠
夫
氏
は
、
「
武
章
時
代
の
過
熱
な
造
寺
造
像
風
潮
は
か
え
っ
て
夜
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
そ
の
功
徳
性
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ

れ
は
傾
聴
に
値
す
る
説
だ
が
、
私
は
寧
ろ
武
后
～
容
宗
期
の
仏
教
の
、
従
来

の
あ
り
方
か
ら
の
逸
脱
が
彼
の
転
向
を
も
た
ら
し
た
の
だ
と
考
え
た
い
。
彼

は
容
宗
時
代
、
仏
教
と
癒
着
し
た
政
界
抗
争
の
渦
中
に
あ
っ
た
｝
人
で
あ
る
。

そ
の
経
験
が
彼
を
し
て
当
時
の
仏
教
の
あ
り
方
に
懐
疑
を
抱
か
し
め
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
後
述
の
容
宗
～
玄
宗
初
期
に
お
け
る
仏
教
粛
正
策
も
あ
く
ま

で
こ
の
よ
う
な
武
后
期
以
来
の
逸
脱
の
規
制
を
図
っ
た
も
の
で
あ
り
、
故
に

そ
れ
が
一
掃
さ
れ
た
後
に
は
玄
宗
も
再
び
従
来
の
仏
教
奨
励
策
へ
回
帰
し
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

①
　
諸
戸
立
雄
「
唐
高
祖
朝
の
仏
教
沙
汰
政
策
に
つ
い
て
」
（
『
秋
大
史
学
』
一
四
、

　
一
九
六
七
）
、
同
玩
『
中
圏
仏
教
制
度
史
の
研
究
』
（
平
川
出
版
社
、
～
九
九
〇
）

　
第
四
章
第
二
節
、
小
笠
原
宜
秀
「
唐
の
排
仏
論
者
傅
変
に
つ
い
て
」
（
『
支
那
仏
教

　
史
学
』
第
一
巻
第
三
号
、
一
九
三
七
）
を
参
照
。

②
　
続
高
僧
伝
巻
二
十
四
、
智
実
伝
に
は
「
勅
遣
治
書
侍
御
史
杜
正
倫
、
検
校
仏
法
、

　
粛
清
雰
濫
」
と
あ
る
。
ま
た
巻
二
十
五
、
法
沖
伝
に
は
「
下
勅
有
私
度
者
、
雀
羅

極
刑
」
と
あ
る
。

③
続
高
僧
伝
巻
二
十
一
、
法
響
伝
に
は
「
天
下
大
自
筆
寧
私
度
、
不
出
者
斬
」
と

　
あ
る
。

④
　
結
城
冥
護
「
初
唐
仏
教
の
思
想
史
的
矛
盾
と
国
家
権
力
と
の
交
錯
」
（
『
創
立
二

　
十
周
年
記
念
論
集
』
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
六
一
）
、
謝
重
光
、
「
唐

　
代
仏
教
政
策
簡
論
」
（
『
世
界
宗
教
研
究
』
一
一
　
三
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九

　
八
八
）
、
李
富
華
・
董
型
武
「
試
論
唐
代
的
宗
教
政
策
」
（
『
世
界
宗
教
研
究
』
三

　
七
、
一
九
八
九
）
を
参
照
。

⑤
　
礪
波
護
「
法
琳
の
慕
蹟
に
み
る
唐
初
の
仏
教
、
道
教
と
園
家
」
（
『
中
国
古
道
教

　
史
研
究
』
、
同
朋
舎
、
一
九
九
二
）
。

⑥
続
高
僧
伝
巻
二
十
四
、
法
琳
伝
を
参
照
。

⑦
　
湯
用
彫
前
掲
書
、
結
城
令
聞
、
謝
重
光
、
越
南
華
、
董
型
武
ら
前
掲
論
文
を
参

　
照
。

⑧
　
諸
戸
立
雄
前
掲
轡
、
第
四
章
第
三
節
「
唐
太
宗
の
仏
教
信
仰
に
つ
い
て
」
を
参

　
照
。

⑨
　
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
（
唐
、
慧
立
本
）
巻
六
（
丁
五
〇
、
p
二
五
六
）
。

⑩
同
右
（
丁
字
〇
、
p
二
五
九
a
）
。

⑪
同
右
（
丁
五
〇
、
p
二
六
〇
a
）
。

⑫
　
鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史
第
五
巻
　
華
美
の
仏
教
』
第
二
章
耳
茸
節
「
武
周
朝

　
と
仏
激
」
（
東
京
大
学
鐵
版
会
、
一
九
九
四
）
。

⑬
同
注
⑨
、
P
二
五
七
a
。

⑭
　
釈
氏
六
帖
（
五
代
、
義
楚
）
巻
十
三
。

⑮
　
旧
斗
出
巻
四
。
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⑯
唐
会
要
巻
四
十
八
、
旧
唐
書
巻
四
。

⑰
同
注
⑨
、
P
二
七
二
a
。

⑱
冊
府
元
亀
巻
五
十
一
。

⑲
　
礪
波
氏
前
掲
「
唐
中
期
の
政
治
と
社
会
」
。

⑳
曾
布
川
寛
「
竜
門
石
窟
に
お
け
る
二
代
造
出
の
研
究
」
（
『
田
方
学
報
』
京
都
六

　
〇
、
　
一
九
八
八
）
。

⑳
　
湯
用
彫
前
掲
書
、
第
四
章
第
四
節
を
参
照
。

⑫
　
塚
本
善
隆
「
唐
の
仏
教
政
策
と
諸
州
官
寺
」
（
『
塚
本
善
隆
著
作
集
第
六
巻
』
、

　
大
東
出
版
社
、
一
九
七
四
）
を
参
照
。

⑱
　
塚
本
氏
前
掲
論
文
、
望
月
僑
成
『
日
本
仏
教
美
術
史
』
（
教
育
新
潮
社
、
一
九

　
六
八
）
第
二
章
を
参
昭
…
。

⑳
　
唐
会
要
巻
七
十
。

⑳
　
水
野
清
一
『
中
国
の
仏
教
美
術
』
（
平
凡
社
、
一
九
九
〇
）
P
一
八
穴
～
七
。

⑯
陳
寅
恪
「
武
型
与
仏
教
」
（
『
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
五
－
二
、
一
九
三
五
）
。

⑰
　
金
石
舳
卒
編
轟
徳
六
十
五
。

⑳
　
吉
川
忠
夫
「
仏
は
心
に
あ
り
－
白
黒
論
か
ら
銚
崇
の
遺
令
ま
で
一
」
（
『
中

　
国
中
世
の
宗
教
と
文
化
』
、
京
大
人
文
研
、
一
九
八
一
一
）
。

四
　
中
宗
朝
の
仏
教
問
題

　
武
則
天
の
後
、
中
黒
の
復
位
は
「
大
唐
中
興
」
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、

政
治
上
は
依
然
と
し
て
章
后
を
主
と
す
る
外
戚
が
政
権
を
握
り
、
武
則
天
特

代
の
政
治
体
質
が
続
い
て
い
た
。
か
つ
、
仏
道
振
興
を
旨
と
す
る
宗
教
政
策

も
依
然
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
仏
道
の
名
義
を
借
り
て
の
造

寺
、
造
観
、
僧
道
資
格
の
販
売
な
ど
は
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
当
時
皇
親
、

．
外
戚
は
大
規
模
な
造
寺
、
造
観
を
通
じ
て
財
産
を
蓄
積
し
、
開
府
の
特
権
を

利
用
し
て
斜
封
官
と
僧
道
の
資
格
を
濫
売
す
る
こ
と
に
よ
り
政
治
勢
力
を
拡

大
し
た
と
言
わ
れ
る
。
中
宗
朝
わ
ず
か
六
年
の
間
、
売
牒
に
よ
る
偽
濫
僧
の

み
で
も
二
万
余
人
、
斜
封
富
は
数
千
人
に
上
る
と
推
測
さ
れ
る
。
売
宮
、
売

度
に
よ
る
濫
官
、
偽
濫
の
僧
道
は
当
蒔
の
大
き
な
政
治
、
社
会
問
題
と
な
つ

①た
。
こ
れ
ら
は
既
に
先
学
の
明
ら
か
に
す
る
所
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
縷
説
し

な
い
。
た
だ
中
宗
時
代
の
宗
教
政
策
に
対
す
る
誤
解
、
ま
た
二
三
の
史
料
上

の
問
題
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
道
端
良
秀
氏
は
釈
氏
稽
古
賂
、
仏
祖
統
紀
な
ど
の
史
料
を
挙
げ
、
試
経
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

僧
の
制
度
が
中
宗
時
代
よ
り
始
ま
る
と
さ
れ
た
。
更
に
諸
戸
立
雄
氏
も
中
宗

時
代
に
門
経
の
制
度
が
あ
り
、
原
則
上
毎
年
度
の
定
期
的
な
公
度
制
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

特
恩
度
僧
と
と
も
に
以
後
庸
「
代
の
度
僧
の
主
流
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
鎌

田
茂
雄
氏
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
更
に
踏
継
度
僧
は
中
薬
時
代
に
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

度
化
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
棄
乱
を
癒
め
た
武
庸
朝
の
度
僧
制
度

に
終
止
符
を
打
つ
べ
く
国
家
に
よ
る
試
験
を
採
用
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

故
で
あ
る
と
藤
善
真
澄
氏
は
雷
わ
れ
る
。
し
か
し
諸
氏
の
拠
る
史
料
を
検
討

す
る
に
、
い
わ
ゆ
る
試
経
度
僧
に
よ
る
公
度
制
度
の
存
在
は
疑
わ
し
い
。

　
仏
祖
統
紀
と
釈
氏
稽
古
略
の
記
述
は
似
て
い
る
が
、
釈
氏
稽
古
略
は
元
末

明
初
頃
の
書
物
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
仏
祖
統
紀
の
記
載
の
み
を
検
討
す

る
。
仏
祖
統
紀
巻
四
十
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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唐前期の仏教政策について（蘇）

　
　
神
竜
元
年
（
七
〇
五
）
卜
し
て
天
下
に
経
を
試
し
て
人
を
度
せ
し
む
。

　
　
山
陰
の
霊
隠
の
僧
童
大
義
、
年
十
二
、
法
華
－
経
を
唱
い
、
試
第
「
に
中

　
　
る
。

品
薄
に
は
「
詔
天
下
試
経
度
人
」
と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
お
そ
ら
く
宋
高
僧

伝
か
ら
引
用
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
宋
高
僧
伝
巻
十
五
、
大
義
伝
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

　
　
釈
大
義
、
…
…
年
十
二
、
山
陰
の
霧
隠
寺
に
詣
り
て
師
を
求
む
る
を
請

　
　
う
、
…
…
属
た
ま
中
宗
の
正
位
し
、
恩
制
も
て
人
を
度
す
、
都
督
胡
元

　
　
礼
、
経
義
を
考
試
し
、
格
第
…
に
中
る
。
削
署
し
て
六
畜
寺
に
配
せ
ら

　
　
る
。

宋
高
僧
伝
の
記
事
は
「
詔
天
下
六
経
聖
人
」
で
は
な
く
、
「
恩
制
度
人
、
都

督
三
元
礼
考
試
経
義
」
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
神
竜
元
年
の
「
恩
制
度
人
」

の
詔
は
い
わ
ば
「
特
恩
度
僧
」
で
あ
り
、
「
経
義
を
考
試
す
」
と
い
う
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
「
特
恩
度
僧
」
と
い
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
に
僧
を
選
ぶ
か

は
勅
令
で
は
明
言
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
恐
ら
く
地
方
長
官
の
裁
盤
に
…

任
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
経
義
を
考
試
す
」
と
は
都
督
胡
元
礼
の
個

人
的
な
裁
量
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
前
述
の
よ
う
に
中
宗
時
代
に

は
依
然
皇
親
、
外
戚
が
僧
道
の
資
格
を
濫
潔
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
縛
代

に
中
央
政
府
に
よ
る
試
経
度
僧
の
制
度
化
が
さ
れ
た
と
は
甚
だ
信
じ
難
い
の

で
あ
る
。

　
諸
氏
は
さ
ら
に
隆
興
仏
教
編
年
通
論
巻
十
七
と
仏
祖
統
四
諦
四
十
の
至
徳

二
年
（
七
五
七
）
　
「
白
衣
の
者
が
も
し
経
（
五
）
百
紙
を
暗
記
で
き
れ
ば
、

或
い
は
銭
百
繕
を
納
め
れ
ば
僧
に
度
さ
れ
る
」
と
の
記
事
よ
り
、
至
徳
二
年

に
も
試
経
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
隆
興
仏
教
編
年
通
論
と
仏
祖
統

紀
の
記
事
は
賜
ら
か
に
宋
高
僧
伝
巻
十
五
、
道
標
後
と
薪
唐
革
食
貨
志
を
組

み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
道
標
伝
に
は
「
至
徳
二
年
詔
し
て
白
衣
、
仏
経

七
百
紙
に
通
ず
る
者
を
命
じ
て
比
丘
と
為
さ
し
む
」
と
あ
る
が
、
食
貨
志
は

次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
粛
宗
即
位
し
（
七
五
六
）
…
…
明
年
（
七
五
七
）
言
書
清
、
宰
絹
嚢
菟

　
　
と
建
議
し
て
以
え
ら
く
、
天
下
の
用
度
充
た
ず
、
諸
道
、
人
を
諄
き
て

　
　
銭
を
納
め
し
む
れ
ば
空
名
告
身
を
給
し
、
尋
者
邑
号
を
繁
く
る
を
得
し

　
　
め
ん
、
と
。
道
士
、
僧
尼
を
度
す
る
こ
と
勝
げ
て
計
る
べ
か
ら
ず
…
…
。

　
　
両
京
の
平
ら
ぐ
に
及
び
、
又
た
関
輔
諸
州
に
、
銭
を
納
め
し
め
て
猛
士
、

　
　
僧
尼
万
人
を
度
す
。

食
貨
志
に
は
「
納
銭
濫
僧
」
を
記
す
の
み
で
あ
る
。
同
年
の
詔
令
な
が
ら
、

食
貨
志
の
「
納
銭
度
僧
」
と
道
標
伝
の
「
試
経
度
僧
」
と
で
は
大
き
な
違
い

が
あ
る
。
諸
氏
は
こ
の
矛
盾
を
看
過
し
て
両
者
が
共
に
存
在
し
た
か
の
よ
う

に
兇
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
平
和
の
時
代
に
あ
っ
て
さ
え
、
こ
の
よ
う
に
相

反
す
る
二
者
が
同
時
に
行
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
し
て
至
徳

年
間
は
安
史
の
乱
の
最
中
で
あ
り
、
当
時
の
唐
朝
政
府
は
乱
平
定
の
た
め
の
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資
金
、
人
力
な
ど
の
調
達
の
た
め
に
手
一
杯
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ

に
わ
ざ
わ
ざ
僧
侶
の
た
め
の
試
経
を
行
な
う
ほ
ど
の
余
裕
が
あ
っ
た
と
は
到

底
思
わ
れ
ず
、
至
徳
年
聞
に
行
わ
れ
た
の
は
「
納
銭
蜜
僧
」
の
み
と
考
え
ざ

る
を
得
な
い
。
道
標
伝
の
記
載
は
一
つ
の
曲
筆
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
実
は
初
め
て
明
確
に
試
経
の
命
令
の
出
さ
れ
た
の
は
大
暦
八
年
目
七
七
三
）

　
　
　
　
　
⑥

の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
徳
宗
初
年
に
は
度
僧
停
止
の
勅
令
が
あ

り
、
元
和
年
間
に
は
公
度
は
殆
ど
行
な
わ
れ
ず
、
文
宗
、
武
士
、
宣
宗
な
ど

の
時
代
に
は
排
仏
、
或
い
は
仏
教
制
限
策
が
敷
か
れ
た
。
試
経
度
僧
の
行
わ

れ
た
の
は
大
暦
八
年
、
暫
し
の
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
唐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

前
期
、
僧
侶
に
な
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
政
府
に
よ
る

公
度
を
含
め
、
僧
侶
と
な
る
際
に
は
一
定
の
厳
し
い
審
査
手
続
き
を
受
け
ね

ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
審
査
の
重
点
は
恐
ら
く
推
薦
者
の
力
、
申

請
者
の
出
身
、
年
齢
、
能
力
な
ど
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
後
期
に
は
時
に
試

経
に
よ
る
度
僧
の
行
な
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
前
期
で
は
度

僧
に
当
た
り
経
学
は
重
視
さ
れ
ず
、
ま
た
試
経
の
制
度
化
も
さ
れ
な
か
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
。
僧
侶
数
の
増
減
が
示
す
よ
う
に
、
唐
代
の
仏
教
政
策
は
抑

制
策
と
奨
励
策
と
の
間
で
転
変
し
て
一
定
し
な
か
っ
た
。
奨
励
時
代
に
於
い

て
も
定
期
的
・
定
額
的
な
度
僧
は
行
わ
れ
ず
、
多
く
の
度
僧
は
売
度
に
よ
っ

て
い
た
。
僧
道
が
政
府
の
承
認
を
必
要
と
す
る
の
は
無
論
で
あ
る
が
、
科
挙

の
如
き
毎
年
度
の
試
経
に
よ
る
公
度
制
は
窟
代
に
は
存
在
せ
ず
、
諸
氏
の
唐

代
公
度
制
に
関
す
る
説
は
宋
制
か
ら
の
類
推
に
よ
る
誤
解
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。①

　
谷
川
道
雄
「
武
后
朝
末
年
よ
り
玄
宗
朝
初
年
に
い
た
る
政
争
に
つ
い
て
i
I
唐

　
代
貴
族
制
研
究
へ
の
一
視
角
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
一
四
一
四
、
一
九
五
六
）
、
礪

　
波
護
「
晴
の
貌
閲
と
唐
の
食
実
封
」
（
前
掲
『
唐
代
政
治
社
会
史
研
究
』
所
収
）
、

　
日
野
開
三
郎
「
武
、
章
両
后
時
代
税
役
避
免
偽
度
の
盛
行
と
玄
宗
の
粛
清
」
（
『
日

　
野
二
三
郎
東
洋
史
論
集
』
　
一
二
、
三
一
書
募
、
一
九
八
九
）
、
吉
川
氏
前
掲
「
仏

　
は
心
に
あ
り
1
白
黒
論
か
ら
挑
崇
の
遺
令
ま
で
一
」
を
参
照
。

②
　
道
端
良
秀
『
唐
代
仏
教
史
の
研
究
』
（
法
蔵
館
、
…
九
八
一
）
第
一
章
第
三
節

　
の
二
を
参
照
。

③
　
諸
戸
氏
前
掲
魯
P
二
九
五
～
六
。

④
鎌
田
氏
前
掲
書
P
一
六
七
。

⑤
　
藤
善
真
澄
「
晴
唐
仏
教
時
代
区
分
試
論
一
度
僧
制
と
貢
挙
制
』
（
『
東
洋
学
術

　
研
究
』
一
四
一
三
）
。

⑥
白
居
易
集
巻
四
十
一
「
唐
江
州
興
果
寺
律
大
徳
湊
公
塔
碍
銘
」
、
宋
高
僧
伝
巻

　
十
六
降
嫁
伝
。

⑦
諸
戸
氏
前
掲
書
P
三
〇
一
所
引
、
釈
門
自
鏡
録
を
参
照
。

五
容
宗
朝
の
改
革

　
武
則
天
、
中
瓶
時
代
以
来
の
仏
教
問
題
は
政
界
と
宗
教
と
の
癒
着
を
さ
ら

に
悪
化
さ
せ
、
財
政
、
社
会
上
の
様
々
な
問
題
を
噴
出
さ
せ
、
も
は
や
改
革

の
た
め
に
は
｝
刻
の
猶
予
も
な
ら
ぬ
ま
で
に
盃
つ
た
。
一
般
に
は
こ
れ
ら
の

問
題
を
清
算
す
る
た
め
に
、
玄
宗
開
元
二
年
に
仏
教
粛
正
策
が
行
な
わ
れ
た
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と
さ
れ
る
。
し
か
し
開
元
初
年
の
仏
教
粛
正
は
実
は
容
宗
朝
の
政
治
問
趣
の

余
波
で
あ
り
、
容
追
熟
の
改
革
を
め
ぐ
る
政
治
闘
争
こ
そ
が
問
題
の
核
心
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
い
く
つ
か
の
史
料
を
考
証
し
つ
つ
、
容
宗

朝
の
宗
教
問
題
に
対
す
る
改
革
を
論
じ
る
。

　
景
竜
四
年
（
七
一
〇
）
六
月
、
難
后
と
安
楽
公
主
は
政
治
の
実
権
を
握
る

べ
く
中
景
を
毒
殺
、
野
虫
を
即
位
さ
せ
た
。
し
か
し
反
対
勢
力
た
る
太
平
公

主
と
後
の
玄
宗
は
連
合
し
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
行
な
い
、
章
后
と
安
楽
公
主
派

を
打
倒
し
、
容
器
を
擁
立
し
た
。
即
位
し
た
ば
か
り
の
容
宗
は
唐
隆
元
年

（
七
一
〇
）
七
月
十
九
日
「
誠
励
風
俗
」
の
勅
令
を
出
し
、
僧
、
尼
、
道
士
、

女
冠
の
活
動
を
規
制
し
、
私
度
厳
禁
な
ど
を
通
達
す
る
。
更
に
景
雲
元
年
（
七

一
〇
）
八
月
に
は
翠
雨
朝
以
来
の
売
官
及
び
画
聖
に
よ
る
偽
濫
僧
道
を
本
格

的
に
罷
免
、
申
宗
以
来
の
腐
敗
を
改
革
し
よ
う
と
し
た
が
、
公
主
派
の
反
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
引
き
起
こ
し
た
た
め
、
半
年
足
ら
ず
で
改
革
は
撤
回
さ
れ
白
紙
に
戻
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
隆
興
仏
教
編
年
通
論
巻
十
五
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
（
景
雲
元
年
）
八
月
乙
卯
、
高
糧
の
旧
第
の
興
善
寿
に
柿
樹
有
り
、
天

　
　
授
中
に
枯
死
し
、
是
に
至
り
て
忽
ち
に
重
栄
す
る
を
以
て
、
因
り
て
天

　
　
下
を
大
赦
し
、
百
官
に
封
爵
を
賜
い
、
普
ね
く
僧
尼
道
士
を
度
す
る
こ

　
　
と
凡
そ
数
万
あ
り
。

仏
祖
統
紀
伊
四
十
の
同
じ
記
事
で
は
「
普
度
僧
道
三
万
人
し
と
す
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

史
料
は
し
ば
し
ば
諸
宗
朝
の
仏
教
奨
励
策
と
し
て
引
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、

旧
唐
書
容
宗
本
紀
と
資
治
通
鑑
巻
二
百
十
の
同
様
の
雲
離
で
は
景
雲
二
年

（
七
二
）
八
月
潮
雲
と
し
、
ま
た
「
度
僧
尼
道
士
凡
数
万
」
の
文
句
が
な

い
。
容
宗
の
即
位
に
よ
り
唐
の
命
脈
が
再
生
し
た
こ
と
を
こ
の
記
事
は
象
徴

す
る
と
い
ゆ
と
す
る
な
ら
柿
樹
の
愚
輩
ろ
景
豊
年
（
七
一
〇
）
八

月
強
聴
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
隆
隆
仏
教
編
年
通
論
と
仏
祖
統

紀
の
「
度
魚
道
数
万
」
と
い
う
記
纂
は
先
述
唐
隆
元
年
（
七
一
〇
）
七
月
十

九
日
の
コ
誠
励
風
俗
」
の
勅
令
と
景
雲
元
年
（
七
一
〇
）
入
月
の
斜
封
官
及

び
偽
濫
僧
の
罷
免
の
史
実
に
相
反
す
る
。
旧
唐
書
と
資
治
通
鑑
を
参
照
す
る

な
ら
、
「
度
僧
道
警
万
」
の
事
実
が
有
り
得
な
い
の
は
開
ら
か
で
あ
る
。

　
一
年
後
つ
ま
り
開
元
直
前
の
延
和
・
先
天
元
年
（
七
二
一
）
に
は
再
び
偽

濫
僧
に
対
す
る
改
革
が
あ
っ
た
。
千
必
見
斎
蔵
単
巻
六
一
六
、
賀
繭
図
心
墓

誌
銘
に
は
開
元
直
前
の
濫
度
僧
整
理
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
。
こ
の
碑
文
は

従
来
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
は
い
る
が
、
未
だ
詳
し
い
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な

や
し
か
し
こ
の
璽
は
開
昼
前
の
仏
難
語
ま
た
容
宗
朝
の
宗
叢

策
を
巡
る
政
治
衝
突
の
解
明
に
と
っ
て
霊
要
な
史
料
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特

に
必
要
な
部
分
の
み
を
引
用
し
、
考
証
と
説
明
を
す
る
。

　
　
主
客
員
外
、
根
部
郎
中
に
累
遷
す
。
蒔
に
議
を
忌
垣
に
饗
ぶ
を
以
て
、

　
　
論
翰
を
瀾
蕩
す
る
の
甫
め
な
り
。
属
た
ま
糞
氏
、
章
を
用
い
、
政
は
椒

　
　
房
よ
り
出
ず
。
仮
り
に
仏
道
を
修
め
、
広
く
穀
盗
を
崇
め
、
招
提
、
金

　
　
碧
を
積
み
、
僧
籍
、
浮
袋
に
盈
ち
、
乃
ち
傭
は
朱
鷺
を
要
し
、
蜜
は
丹
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艘
を
窮
め
、
丁
を
避
け
役
を
背
く
者
、
是
の
愉
楽
を
愛
し
て
市
に
帰
す

　
　
る
が
如
き
に
至
る
。
公
深
く
時
を
強
む
を
墾
み
、
以
て
軌
を
易
え
ん
こ

　
　
と
を
思
う
。
因
り
て
大
い
に
名
簿
を
閲
し
、
一
時
に
綜
藪
し
、
奏
正
し

　
　
て
二
万
余
人
を
還
俗
せ
し
む
。
時
に
緬
服
以
て
清
ま
り
、
簗
然
と
し
て

　
　
煮
て
叙
ず
。
礼
部
尚
書
薩
穫
、
当
代
に
蕪
灼
し
、
此
の
流
を
揺
動
せ
ん
と

　
　
欲
す
。
公
、
賑
質
し
て
一
の
如
し
、
之
が
為
に
擁
め
ら
れ
ず
。
入
り
て
機

　
　
務
を
乗
る
に
及
び
、
心
を
高
下
に
縦
ま
ま
に
せ
ん
と
す
。
梁
鴻
門
前
し
、

　
　
天
下
の
才
を
収
め
ず
、
張
衡
四
韻
し
、
且
ら
く
河
間
の
相
を
拝
す
。
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
猶
お
今
の
ご
と
く
な
り
、
因
り
て
左
出
せ
ら
れ
、
能
州
刺
史
を
拝
す
。

碑
文
中
最
も
重
要
な
こ
と
は
綱
部
藩
中
賀
爾
精
農
の
僧
籍
に
対
す
る
整
理
と

偽
濫
僧
二
万
余
人
の
追
放
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
行
わ
れ
た
年
月
は
明
記

さ
れ
て
お
ら
ず
、
考
証
を
要
す
る
。
碑
文
に
は
「
礼
部
尚
書
醇
穫
、
当
代
に

工
専
し
、
此
の
流
（
偽
濫
僧
の
整
理
）
を
揺
動
せ
ん
と
欲
す
」
と
記
さ
れ
る
。

当
代
に
蕪
灼
す
と
は
公
主
派
の
要
員
の
一
人
で
あ
る
礼
部
尚
書
蘇
稜
が
当
時

宰
梢
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
す
。
し
か
し
、
彼
は
先
天
二
年
（
七
二
二
）

七
月
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
処
刑
さ
れ
て
お
り
、
碑
文
中
の
偽
濫
僧
整
理
は
有
名

な
開
元
二
年
中
七
一
四
）
の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
の
礼
部
尚

書
の
在
任
期
間
は
厳
耕
望
氏
の
推
測
に
よ
れ
ば
景
雲
二
年
（
七
一
「
）
九
月

以
後
、
先
天
元
年
（
七
一
二
）
ま
で
で
あ
り
、
先
天
二
年
（
七
＝
一
一
）
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

彼
は
既
に
太
子
少
保
に
遷
っ
て
い
る
。

　
賀
蘭
務
温
の
祠
部
豊
中
の
在
任
期
間
も
不
明
だ
が
、
五
代
名
画
熊
野
に
は

次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
延
和
元
年
（
七
＝
一
）
壬
子
歳
、
王
志
惜
、
汁
州
採
訪
使
と
為
り
、
詔

　
　
を
奉
じ
て
治
内
の
額
無
き
祠
廟
を
殿
聴
し
、
建
国
寺
尋
い
で
殿
折
せ
ら

　
　
る
。
其
の
金
魚
、
前
業
寺
の
遷
す
所
と
為
り
、
蒋
に
万
夫
の
衆
力
を
具

　
　
う
る
も
、
少
し
も
動
く
こ
と
能
わ
ず
、
而
し
て
浜
面
に
白
毫
の
金
相
を

　
　
現
し
、
瑞
光
、
上
は
天
を
燭
ら
す
。
時
に
王
志
惜
、
郎
中
賀
繭
常
温
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
三
冠
焦
立
功
、
実
を
具
し
て
聞
奏
す
。

同
じ
記
事
は
宋
古
圓
僧
…
藤
巻
二
十
・
六
、
一
慧
鰻
誤
伝
r
に
も
あ
る
。
延
和
二
輪
年
（
七
一

二
）
に
額
無
き
、
つ
ま
り
政
府
の
承
認
を
得
ぬ
晒
首
を
右
折
す
る
政
策
が
行

な
わ
れ
た
が
、
神
異
な
こ
と
が
あ
り
、
或
い
は
な
ん
ら
か
の
理
由
で
中
止
さ

れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
神
異
を
奏
上
し
た
の
は
採
訪
使
王
二
五
、
郎
中
締

蘭
務
温
、
録
察
自
立
功
で
あ
っ
た
。
王
志
情
は
旧
唐
書
巻
百
に
立
伝
さ
れ
る
。

た
だ
、
採
訪
使
は
開
元
二
十
二
年
（
七
三
四
）
に
「
復
置
」
さ
れ
た
も
の
で

　
⑧

あ
り
、
眠
唐
書
で
も
当
塒
の
王
志
憶
は
汁
州
刺
史
兼
河
南
道
按
察
使
と
あ
れ

ば
恐
ら
く
採
訪
使
は
按
察
使
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
当
面
の
仏
教
に
関
す
る
事

務
は
嗣
部
の
所
轄
で
あ
っ
た
か
ら
、
藩
中
賀
紅
舌
温
は
岡
部
喪
中
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
こ
れ
と
上
述
の
鑑
賞
の
礼
部
尚
書
の
任
期
を
照
合
す
れ
ば
、

礼
部
尚
書
三
十
と
繭
部
安
中
賀
蘭
務
温
の
任
期
が
重
な
る
の
は
延
和
元
年

　
（
七
一
二
）
頃
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
礼
部
尚
書
騨
穫
が
祠
部
郎
中
払
蘭
務
温
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の
偽
濫
僧
追
放
を
阻
害
し
よ
う
と
し
た
の
は
延
和
光
年
の
こ
と
に
違
い
な
い
。

つ
ま
り
延
和
元
年
に
は
偽
濫
僧
の
追
放
と
額
無
き
祠
廟
の
殿
折
の
政
策
を
同

時
に
制
定
、
執
行
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
再

び
公
主
派
の
妨
害
に
遭
い
、
十
分
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
容
宗
朝
、
い
ま
一
つ
の
重
要
な
改
革
は
王
公
の
荘
宅
を
寺
観
と
し
て
建
黙

す
る
こ
と
の
禁
止
で
あ
る
。
景
雲
二
年
（
七
＝
一
）
に
は
貴
妃
公
主
に
功
徳

院
の
建
築
を
許
可
す
る
勅
が
下
さ
れ
た
。
功
徳
院
は
と
く
に
宋
訂
し
ば
し
ば

大
官
、
権
貴
の
資
産
隠
蔽
に
利
用
さ
れ
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
先
学
は

し
ば
し
ば
仏
祖
統
石
巻
四
十
「
景
雲
二
年
勅
、
年
立
、
公
主
家
、
始
建
功
徳

院
」
の
記
事
を
引
き
、
田
地
の
免
税
、
資
産
隠
蔽
な
ど
の
た
め
に
利
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
功
徳
院
が
容
宗
朝
よ
り
始
ま
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
竺
沙
雅
章
氏
は
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

祖
統
紀
の
記
事
の
信
懸
命
に
疑
醐
を
呈
し
て
い
る
。
実
は
仏
祖
統
紀
の
記
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
釈
門
正
統
巻
四
の
「
横
雲
二
年
制
、
妃
、
円
建
功
徳
院
」
か
ら
の
引
用
と

考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
仏
教
振
興
策
に
転
換
し
て
以
来
、
仏
教
は
い

よ
い
よ
盛
ん
に
な
り
、
当
蒔
の
王
公
貴
族
は
造
寺
、
造
像
に
大
い
に
熱
を
上

げ
た
。
追
善
功
徳
の
名
演
で
自
分
の
荘
宅
を
寺
に
立
て
替
え
る
の
は
信
仰
心

ゆ
え
で
も
あ
っ
た
で
は
あ
ろ
う
が
、
田
地
の
免
税
、
資
産
隠
蔽
な
ど
を
厨
論

ん
で
の
こ
と
が
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
景
雲
二
年
、
皇
親
、
外
戚
ら
利
益

既
得
者
は
功
徳
院
建
立
を
許
可
す
る
制
止
の
発
令
を
不
動
し
、
自
己
の
不
法

な
宗
教
利
用
を
合
法
化
し
よ
う
と
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か

し
間
も
な
く
こ
の
制
勅
は
再
び
論
え
さ
れ
た
。
唐
横
構
巻
五
十
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

　
　
先
天
二
年
（
七
＝
δ
五
月
十
四
日
、
溢
し
て
王
公
以
下
、
蝶
り
に
奏

　
　
請
し
て
荘
宅
を
将
て
寺
観
を
置
く
を
得
ざ
ら
し
む
。

こ
の
勅
全
は
朗
ら
か
に
前
述
の
荘
宅
を
寺
に
建
て
替
え
る
こ
と
、
即
ち
功
徳

院
の
設
置
に
対
す
る
規
制
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
改
革
は
宗
教
の

名
目
に
よ
る
不
正
、
腐
敗
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
ま
も
な
く
先
天
二
年
（
七
｝
三
）
七
月
甲
子
に
は
公
主
派
の
造
反

計
画
が
発
覚
し
、
玄
宗
は
先
手
を
打
っ
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
行
な
い
、
公
主
と

そ
れ
を
支
持
す
る
宰
相
大
臣
を
始
め
、
公
主
派
と
関
連
す
る
宮
員
を
処
刑
、

追
放
し
た
。
こ
れ
は
改
革
派
の
勝
利
で
あ
り
、
開
元
年
々
の
｝
連
の
改
革
の

幕
を
開
い
た
。
中
で
も
特
に
注
留
さ
れ
て
き
た
の
は
仏
教
に
対
す
る
改
革
で

あ
ろ
う
。
開
元
二
年
（
七
一
四
）
以
後
、
正
月
の
偽
濫
僧
の
整
理
を
始
め
、

二
月
十
九
日
目
寺
観
建
造
禁
止
、
七
月
十
三
日
の
官
僚
と
帰
道
の
往
来
禁
止
、

七
月
二
十
九
日
の
造
像
、
写
経
の
禁
止
等
の
一
連
の
厳
し
い
仏
教
管
理
策
が

敷
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
既
に
諸
家
の
指
摘
す
る
所
で
あ
り
、
こ
こ
で
は

詳
説
し
な
い
。

　
従
来
、
開
元
二
年
の
僧
侶
粛
正
の
原
因
を
僧
侶
の
過
多
に
よ
る
経
済
問
題

　
　
　
　
　
⑫

に
帰
し
て
い
る
。
し
か
し
二
章
に
見
た
よ
う
に
、
膿
元
初
期
の
僧
侶
数
の
戸
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口
に
対
す
る
比
率
は
四
％
未
満
で
あ
り
、
大
和
年
問
の
一
六
％
強
よ
り
か
な

り
低
い
。
即
ち
開
元
初
の
僧
侶
数
が
大
和
年
聞
や
会
盟
排
仏
期
と
同
様
の
経

済
的
危
機
を
国
家
に
も
た
ら
し
て
い
た
と
は
思
え
ず
、
開
元
年
間
の
粛
正
は

経
済
誌
の
間
題
、
つ
ま
り
二
士
朝
以
来
の
政
治
問
題
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
容
宗
朝
の
宗
教
政
策
が
改
革
と
反
改
革
と
の
間
で
頻
繁
に
変
更

を
繰
り
返
し
た
の
は
、
改
革
派
と
既
得
利
益
層
と
の
二
つ
の
政
治
勢
力
が
宗

教
問
題
の
改
革
を
巡
っ
て
綱
引
き
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
頻
繁
な
政

策
変
更
は
政
情
の
不
安
定
を
も
た
ら
し
、
権
力
闘
争
の
火
種
と
な
る
。
先
天

二
年
七
月
の
造
反
事
件
と
ク
ー
デ
タ
ー
は
そ
れ
故
で
あ
り
、
開
元
二
年
の
濫

度
僧
道
整
理
も
そ
の
延
長
上
に
あ
っ
て
公
主
派
勢
力
の
一
掃
を
層
論
ん
だ
も

の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
を
更
に
傍
証
す
る
の
が
開
元
初
期
の
三
階
教
の
鰹
散
で
あ
る
。
従
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

三
階
教
の
解
散
の
原
因
を
「
邪
教
」
ゆ
え
と
解
釈
す
る
向
き
が
多
い
が
、
私

見
で
は
こ
れ
も
恐
ら
く
先
天
二
年
の
政
治
粛
正
の
余
波
で
あ
っ
た
。
三
階
教

の
経
典
、
仏
説
示
所
犯
者
喩
伽
法
鏡
鞍
の
蹴
文
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
仏
説
示
所
犯
者
鍮
伽
法
高
経
難
文

　
　
大
首
領
安
達
摩
訳
語

　
　
　
　
盃
景
雲
二
年
三
月
十
三
日
言
行

　
　
　
太
極
元
年
四
月
　
日
正
議
大
夫
太
子
洗
馬
昭
文
館
学
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
張
斉
賢
等
進

奉
勅
太
中
大
夫
昭
文
館
学
士

奉
勅
秘
書
少
監
昭
文
館
学
士

奉
勅
正
議
大
夫
行
太
府
寺
卿
昭
文
館
学
士

奉
勅
銀
青
光
禄
大
夫
太
子
右
論
徳
昭
文
館
学
士

奉
勅
銀
青
光
禄
大
夫
黄
門
侍
郎
昭
文
館
学
士
上
柱
国

奉
勅
工
部
侍
郎
昭
文
館
学
士
上
護
軍

郷
喜
王
詳
定

難
利
器
詳
定

盤
栓
期
詳
定

　
延
悦
詳
定

　
李
又
詳
定

盧
蔵
用
羽
撃

　
　
奉
勅
左
散
騎
常
侍
昭
文
館
学
士
権
兼
検
校
右
羽
林
将
軍
上
柱
国
欝
昌
県

　
　
当
国
伯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等
割
福
詳
定

　
　
奉
勅
右
散
騎
常
侍
昭
文
館
学
士
権
兼
山
校
左
羽
林
将
軍
上
塗
国
高
平
県

　
　
開
国
侯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徐
彦
伯
詳
定

　
　
奉
勅
銀
青
光
禄
大
夫
行
中
書
侍
郎
昭
文
館
学
士
兼
太
子
右
庶
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
崔
混
詳
定

　
　
奉
勅
金
紫
光
禄
大
夫
行
礼
部
尚
書
昭
文
館
学
士
上
豊
国
母
国
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薩
穫
詳
定

　
　
　
　
脚
三
和
「
兀
留
山
二
月
二
十
臼
【
大
面
興
誰
隠
隠
翻
経
紬
沙
關
U
師
利
検
校
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
奉
勅
令
昭
文
館
学
士
等
詳
定
入
目
録
詑
流
行

こ
の
経
は
三
階
教
の
重
要
な
経
典
で
あ
り
、
中
宗
の
温
語
元
年
（
七
〇
七
）

訳
出
、
容
宗
景
雲
二
年
（
七
一
一
）
奏
行
、
太
極
元
年
（
七
一
二
）
に
奉
進

さ
れ
、
延
和
元
年
（
七
一
二
）
六
月
二
十
日
に
目
録
中
に
入
れ
、
頒
布
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
中
に
列
名
さ
れ
る
官
員
中
、
張
斉
賢
、
郷
喜
王
、
章
利
器
、
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唐前期の仏教政策について（蘇）

沈
佳
期
、
延
悦
ら
は
詳
細
不
明
、
或
い
は
伝
記
未
詳
で
あ
る
の
を
除
く
と
、

李
父
は
開
元
中
に
再
び
高
官
に
つ
い
て
お
り
、
徐
彦
伯
は
既
に
先
天
二
年

（
七
一
三
）
に
退
官
し
て
い
る
。
残
り
の
者
、
例
え
ば
礼
部
尚
書
醇
穫
、
左

散
騎
常
侍
質
膚
福
、
中
書
侍
郎
後
提
、
工
部
侍
郎
慮
専
用
ら
は
全
て
公
主
派

の
中
心
人
物
で
あ
り
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
折
「
謀
逆
」
罪
を
受
け
た
者
で
あ
っ

た
。
こ
こ
か
ら
、
公
主
派
は
三
階
教
の
三
二
な
ど
の
事
業
に
も
大
い
に
関
与

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
の
三
階
教
は
宗
教
界
で
膨
大
な
資
金
と
資

産
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
そ
れ
は
恐
ら
く
当
時
の
政
治
勢
力
と
深

く
関
わ
り
が
あ
っ
た
が
故
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
三
階
教
は
公
主
派
の
支
持
の

も
と
で
そ
の
教
勢
を
大
い
に
発
展
さ
せ
、
同
時
に
そ
の
膨
大
な
資
金
の
一
部

を
政
治
資
金
と
し
て
公
主
派
に
献
金
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
玄
宗
朝
の

三
階
教
解
散
は
蓋
し
必
然
で
あ
っ
た
。

①
前
掲
谷
川
論
文
を
参
照
。

②
例
え
ば
前
引
諸
戸
論
文
、
P
一
七
〇
。

③
ω
3
三
選
毛
Φ
ぎ
ω
8
ぎ
㌔
壷
ミ
糺
｝
き
ζ
ミ
ミ
ミ
、
、
ミ
『
．
§
恥
9
巳
警
置
α
q
。

　
q
昆
く
①
鼠
な
箕
。
ω
。
・
㌧
客
。
♂
く
く
9
（
し
㊤
。
。
8
や
野

④
　
第
二
章
注
⑤
。

⑤
「
賀
短
篇
温
墓
誌
」
（
『
千
唐
誌
斎
蔵
誌
』
、
文
物
出
版
社
、
｝
九
八
四
）
、
P
六

　
一
六
。

⑥
厳
耕
望
『
唐
僕
尚
丞
郎
表
』
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
五
六
）
、

　
p
八
一
一
七
～
八
。

⑦
『
五
代
名
画
補
遺
』
（
中
華
書
髭
影
印
）
、
P
一
…
。

⑧
　
唐
馬
要
巻
七
十
八
に
は
「
初
醗
」
と
す
る
が
、
明
達
書
巻
九
十
九
は
「
復
醗
」

　
と
す
る
。
恐
ら
く
採
訪
使
の
前
身
は
診
察
使
で
あ
り
、
よ
っ
て
こ
こ
で
は
旧
先
守

　
に
従
う
。

⑨
道
端
氏
前
掲
書
第
五
二
二
二
節
「
寺
院
と
貴
族
と
の
関
係
に
お
け
る
功
徳
墳

　
寺
」
、
前
掲
三
島
論
文
を
参
照
。

⑩
竺
沙
雅
章
『
中
国
仏
教
社
会
史
研
究
』
第
三
章
「
宋
代
墳
寺
考
」
（
同
朋
舎
、

　
「
九
八
一
）
。

＠
　
釈
門
正
統
（
宋
、
宗
鑑
）
巻
四
（
『
大
日
本
続
蔵
経
』
一
三
〇
、
p
四
〇
九
上
）
。

⑫
例
え
ば
道
端
氏
前
掲
書
、
第
一
章
第
四
節
を
参
照
。

⑬
　
矢
吹
慶
輝
『
三
階
教
之
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
）
。
な
お
、
解
散
の
時

　
期
に
就
い
て
は
礪
波
氏
前
掲
「
唐
中
期
の
仏
教
と
国
家
」
を
参
照
。

⑭
矢
吹
氏
前
掲
書
、
附
図
四
を
参
照
。

六
　
結

晶口冊

　
本
稿
を
終
え
る
前
に
、
以
上
述
べ
た
所
に
付
け
加
え
唐
前
期
仏
教
政
策
の

特
微
と
し
て
こ
点
を
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
訳
経
事
業
の
重
視
、
及
び
仏
教

政
策
と
宗
教
政
策
の
一
致
で
あ
る
。

　
前
期
で
は
政
策
と
し
て
訳
経
が
奨
励
さ
れ
た
た
め
、
玄
漿
、
義
浄
ら
印
度

留
学
を
経
験
し
た
高
僧
達
に
そ
の
優
れ
た
才
学
を
発
揮
す
る
場
所
を
堤
供
し
、

又
、
文
人
貴
族
が
積
極
約
に
写
経
に
協
力
し
た
た
め
優
秀
な
漢
訳
大
蔵
経
が

生
み
出
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
唯
識
、
華
厳
、
有
部
戒
律
な
ど
の
学
問
が
次
々

と
発
展
流
行
し
、
又
近
隣
諸
国
の
文
化
に
も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。

こ
れ
ら
は
既
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
訳
経
の
数
に
よ
っ
て
唐
の
前
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期
と
後
期
の
仏
教
学
の
性
格
が
識
然
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

　
開
元
十
八
年
ま
で
、
つ
ま
り
前
期
に
訳
さ
れ
た
仏
経
は
あ
わ
せ
て
約
三
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
部
二
千
一
百
七
十
巻
あ
り
、
開
元
以
後
徳
宗
貞
元
年
間
ま
で
、
つ
ま
り
後

期
に
訳
さ
れ
た
経
論
と
撒
餌
法
、
ま
た
修
疏
碑
記
表
録
な
ど
は
あ
わ
せ
て
三

　
　
　
　
　
　
　
②

百
四
十
三
巻
に
な
る
。
前
期
の
方
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
。
更
に
前

期
の
石
経
を
仏
教
学
申
心
と
す
れ
ば
、
後
期
の
そ
れ
は
念
謙
法
に
集
中
す
る

祈
薦
仏
教
と
雷
え
よ
う
。
こ
の
た
め
、
前
期
の
仏
教
は
学
問
的
に
大
い
に
発

展
を
遂
げ
た
が
、
後
期
に
は
圧
倒
的
な
僧
侶
数
を
誇
り
な
が
ら
仏
教
学
は
目

だ
っ
た
発
展
を
見
ず
、
逆
に
多
す
ぎ
る
僧
侶
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
故

に
前
期
と
後
期
と
で
は
仏
教
問
題
と
そ
れ
へ
の
対
策
が
異
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
唐
王
朝
は
道
教
を
國
教
と
す
る
が
、
「
仏
道
先
後
」
の
問
題
は
措

い
て
度
僧
と
度
道
士
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
仏
教
奨
励
の
無
代
は
同
時
に

道
教
奨
励
の
蒋
代
で
も
あ
り
、
逆
に
仏
教
制
限
の
時
代
は
道
教
制
限
の
時
代

で
も
あ
る
。
特
に
当
蒔
の
王
朝
は
仏
教
を
主
と
し
た
宗
教
の
利
用
に
よ
る
政

教
一
体
の
構
造
を
と
っ
て
お
り
、
宗
教
間
題
の
重
心
が
仏
教
闇
題
に
あ
っ
た

た
め
、
廟
議
の
宗
教
政
策
は
殆
ど
仏
教
政
策
と
｝
致
し
た
。
換
雷
す
れ
ば
、

仏
教
政
策
、
即
、
宗
教
政
策
と
雷
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
前
期
の
例
を
見
た
い
。
武
徳
九
年
（
六
二
六
）
の
僧
侶
∵
仏
教
整
理
策
は

実
は
道
教
を
も
対
象
と
し
て
い
た
。
太
宗
は
仏
激
を
制
限
す
る
と
圃
時
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

侍
匿
に
「
神
仙
、
本
と
虚
妄
な
り
、
空
し
く
其
の
名
有
り
」
と
語
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

道
観
の
造
営
と
度
道
士
に
対
し
て
消
極
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
貞
観
末
の
仏

教
政
策
の
転
換
は
恐
ら
く
道
教
に
も
発
展
の
機
会
を
も
た
ら
し
た
。
高
宗
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

更
に
仏
道
振
興
へ
乗
り
出
し
、
乾
封
一
7
5
年
に
は
各
州
に
州
寺
と
同
時
に
官
観

を
も
置
き
、
各
観
で
道
士
が
度
さ
れ
た
。
こ
の
官
観
政
策
は
官
寺
政
策
に
連
」

動
し
、
官
等
と
共
に
政
教
一
体
の
構
造
を
強
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

武
曇
天
は
道
教
優
位
を
仏
教
優
位
に
変
え
た
が
依
然
道
教
振
興
策
を
と
り
続

け
た
。
文
明
元
年
の
造
観
と
度
道
士
・
女
面
以
外
に
も
、
同
年
の
先
天
太
后

　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
冊
封
、
壌
土
張
篭
の
招
致
な
ど
道
教
奨
励
の
例
が
兇
ら
れ
る
。
更
に
中
宗
、

容
宗
門
は
仏
道
狂
熱
の
時
代
で
あ
り
、
造
寺
度
僧
と
並
び
無
闇
な
懸
垂
、
度

道
士
は
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
中
将
、
噛
癖
朝
の
宗
教
問
題
は
仏
教
の
み

な
ら
ず
道
教
を
も
含
む
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
宗
教
批
判
は
仏
道
に
対
す
る

批
判
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
開
元
初
、
仏
激
の
制
限
さ
れ
た
時
代
に
あ
っ
て

は
道
激
の
発
展
策
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
開
元
二
十
六
年
に
宗
教
政
策
を
転

換
し
た
際
に
は
州
寺
と
と
も
に
州
観
政
策
を
も
復
活
し
、
度
僧
、
度
道
士
を

　
　
　
⑧

再
開
し
た
。
明
ら
か
に
こ
れ
は
制
限
策
か
ら
仏
道
同
時
の
振
興
策
へ
の
転
換

で
あ
る
。
以
後
も
、
会
昌
排
仏
期
を
除
き
仏
道
は
同
時
に
制
限
・
奨
励
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
唐
前
期
の
仏
教
政
策
を
通
観
す
る
と
、
唐
王
朝
は
そ
の
初
期
、
「
神
道
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

教
」
の
意
図
を
以
て
仏
教
を
容
認
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
つ
い
で
｝
層
積
極
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唐前期の仏教政策について（蘇）

的
な
仏
教
利
用
に
よ
り
皇
帝
の
権
威
、
政
教
一
体
の
構
造
を
強
化
し
て
い
っ

た
。
容
宗
朝
よ
り
玄
宗
初
期
の
仏
教
粛
正
策
も
、
畢
寛
か
か
る
鼠
的
か
ら
の

逸
脱
の
矯
正
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
腐
敗
し
た
仏
教
の
規
制

の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
皇
帝
の
権
威
を
脅
か
し
た
仏
教
と
外
戚
貴
族
と
の
癒

着
を
粛
正
せ
ん
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
玄
宗
は
開
元
年
間
（
恐
ら
く
開
元
後
期
）
再
び
洛
陽
の
盧
恵
那
大
仏
の
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

粧
直
し
を
行
な
い
、
そ
の
仏
洞
を
充
実
さ
せ
た
。
ま
た
開
元
二
十
六
年
（
七

三
八
）
に
は
州
寺
、
州
観
政
策
を
復
活
、
天
宝
三
載
（
七
四
四
）
に
は
両
京

及
び
天
下
の
開
元
寺
、
観
に
金
銅
製
の
玄
宗
等
身
の
仏
像
及
び
天
尊
像
各
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

躯
を
置
か
し
め
る
勅
が
出
て
い
る
。
武
盾
期
以
来
の
「
逸
脱
」
の
　
掃
さ
れ

た
後
、
玄
宗
は
再
び
法
皇
思
想
に
よ
り
皇
帝
の
権
威
を
強
化
し
よ
う
と
し
た

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
玄
宗
の
法
皇
思
想
は
開
一
7
5
以
前
の
旧
仏
教
に
よ
る
も

の
で
は
な
く
、
恐
ら
く
開
元
以
来
流
行
し
た
新
密
教
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

開
元
十
一
年
（
七
二
三
）
の
金
剛
頂
経
と
十
三
年
（
七
二
五
）
の
大
日
経
の

　
⑫

訳
出
は
華
厳
教
の
慮
変
革
仏
を
密
教
の
大
日
如
来
（
大
笠
楠
那
仏
）
へ
変
身

せ
し
め
、
法
皇
思
想
に
よ
る
「
太
平
粉
飾
」
へ
新
た
な
理
論
的
基
礎
を
提
供

し
た
で
あ
ろ
う
。

　
仏
教
の
盧
舎
那
仏
は
元
来
、
究
極
の
統
一
精
神
を
宗
教
的
に
象
徴
す
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
皮
肉
に
も
中
鼠
と
く
に
唐
代
で
は
法
皇
思
想
に
転
身
、
利

用
さ
れ
て
い
た
。
印
度
に
お
い
て
は
宗
教
、
就
中
仏
教
が
何
に
も
ま
し
て
最

重
要
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
仏
教
は
中
国
に
伝
来
す
る
や
政
治
の

下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
印
度
仏
教
の

中
國
化
の
典
型
約
な
例
と
い
え
る
。
照
み
に
古
代
中
国
の
民
衆
一
揆
で
は
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ば
し
ば
「
未
来
仏
」
、
特
に
弥
勒
仏
が
ス
ロ
…
ガ
ソ
と
な
っ
た
。
法
皇
思
想

と
対
照
し
た
と
き
、
こ
れ
は
い
わ
ば
未
来
仏
乗
現
世
仏
の
対
抗
、
未
来
理
想

の
仏
国
対
現
世
腐
敗
の
仏
国
と
の
戦
い
で
あ
る
。
庸
朝
政
府
が
民
間
の
「
弥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

勒
下
生
」
の
思
想
に
対
し
て
特
に
警
戒
し
た
の
は
、
そ
れ
が
法
皇
に
対
す
る

挑
戦
と
見
ら
れ
た
故
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
仏
教
利
用
の
視
点
よ
り
唐
前
期
の
仏
教
政
策
を
考
察
し
て
き
た
。

し
か
し
安
史
の
乱
以
後
、
国
家
の
権
威
の
央
墜
と
と
も
に
後
期
の
仏
教
利
用

も
「
鎮
護
国
家
」
と
軍
事
費
調
達
の
た
め
の
度
牒
売
買
を
中
心
と
す
る
も
の

に
変
わ
っ
た
。
か
か
る
背
景
の
も
と
後
期
仏
教
の
性
格
と
仏
教
問
題
が
前
期

の
そ
れ
か
ら
い
か
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
。
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

①
開
元
釈
教
録
（
唐
、
智
昇
）
三
八
（
T
五
五
、
P
五
五
二
。
）
。

②
　
大
唐
貞
元
続
開
元
釈
教
録
（
唐
、
円
照
）
巻
上
（
丁
五
五
、
P
七
四
八
b
）
。

③
　
旧
二
重
太
宗
本
紀
、
貞
観
元
年
十
二
月
。

④
唐
会
要
巻
五
十
、
辛
替
否
の
上
奏
中
に
は
「
頁
観
之
蒔
、
登
有
今
日
之
迭
寺
営

　
観
」
と
あ
る
。

⑤
　
例
え
ば
唐
会
渦
巻
五
十
「
観
」
に
は
高
宗
の
憎
…
観
曲
建
立
の
諸
島
が
見
え
る
。

⑥
唐
会
要
巻
五
十
「
雑
記
」
。

⑦
冊
府
元
亀
巻
五
十
三
「
尚
黄
老
」
。

⑧
冊
府
元
亀
巻
五
十
一
。
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⑨
法
琳
・
弁
正
論
、
「
令
諸
州
寺
観
転
経
行
道
詔
」
の
習
頭
に
は
「
神
道
野
守
」

　
と
あ
る
。

⑲
前
掲
曾
布
川
論
文
P
三
五
八
を
参
照
。

⑪
前
掲
塚
本
善
隆
氏
論
文
と
唐
会
要
巻
五
十
を
参
照
。

⑫
塚
本
俊
孝
「
中
国
に
お
け
る
密
教
受
容
に
つ
い
て
」
（
『
仏
教
文
化
研
究
』
二
、

　
一
九
五
二
）
。

⑬
熊
徳
基
「
中
闘
農
民
戦
争
与
宗
教
及
其
相
関
諸
問
題
」
（
『
歴
史
論
叢
』
一
、
中

　
国
科
学
院
歴
史
研
究
所
編
、
中
華
書
局
、
一
九
六
四
）
を
参
照
。

⑭
唐
大
詔
令
集
巻
二
三
「
禁
断
妖
工
面
」
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
研
修
員
　
京
都
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